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平成２９年第３回京丹波町議会定例会（第１号） 

 

                            平成２９年 ９月 １日（金） 

                            開会  午前 ９時００分 

１ 議事日程 

  第 １ 会議録署名議員の指名 

  第 ２ 会期の決定 

             自 平成２９年 ９月 １日 

                          ２５日間 

             至 平成２９年 ９月２５日  

  第 ３ 諸般の報告 

  第 ４ 行政報告 

  第 ５ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  第 ６ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  第 ７ 議案第５４号 平成２９年度京丹波町一般会計補正予算（第４号） 

  第 ８ 議案第５５号 平成２９年度京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１ 

             号） 

  第 ９ 議案第５６号 平成２９年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

             号） 

  第１０ 議案第５７号 平成２９年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

  第１１ 議案第５８号 平成２９年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  第１２ 議案第５９号 平成２９年度京丹波町水道事業会計補正予算（第１号） 

  第１３ 認定第 １号 平成２８年度京丹波町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  第１４ 認定第 ２号 平成２８年度京丹波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

  第１５ 認定第 ３号 平成２８年度京丹波町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認 

             定について 

  第１６ 認定第 ４号 平成２８年度京丹波町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

             について 

  第１７ 認定第 ５号 平成２８年度京丹波町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

             いて 
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  第１８ 認定第 ６号 平成２８年度京丹波町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第１９ 認定第 ７号 平成２８年度京丹波町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につ 

             いて 

  第２０ 認定第 ８号 平成２８年度京丹波町育英資金給付事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

  第２１ 認定第 ９号 平成２８年度京丹波町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

  第２２ 認定第１０号 平成２８年度京丹波町須知財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第２３ 認定第１１号 平成２８年度京丹波町高原財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第２４ 認定第１２号 平成２８年度京丹波町桧山財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第２５ 認定第１３号 平成２８年度京丹波町梅田財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第２６ 認定第１４号 平成２８年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計歳入歳出決算の認定 

             について 

  第２７ 認定第１５号 平成２８年度京丹波町質美財産区特別会計歳入歳出決算の認定に 

             ついて 

  第２８ 認定第１６号 平成２８年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定について 

  第２９ 報告第 ２号 健全化判断比率について 

  第３０ 報告第 ３号 資金不足比率について 

  第３１ 報告第 ４号 株式会社丹波情報センターに関する経営状況について 

  第３２ 報告第 ５号 公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会に関する経営状況 

             について 

  第３３ 報告第 ６号 公益財団法人丹波ふるさと振興公社に関する経営状況について 

  第３４ 報告第 ７号 公益財団法人瑞穂農業公社に関する経営状況について 

  第３５ 報告第 ８号 一般財団法人和知ふるさと振興センターに関する経営状況につい 

             て 

  第３６ 報告第 ９号 グリーンランドみずほ株式会社に関する経営状況について 
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２ 議会に付議した案件 

  議事日程のとおり 

 

３ 出席議員（１６名） 

   １番  坂 本 美智代 君 

   ２番  東   まさ子 君 

   ３番  森 田 幸 子 君 

   ４番  篠 塚 信太郎 君 

   ５番  山 田   均 君 

   ６番  山 内 武 夫 君 

   ７番  山 下 靖 夫 君 

   ８番  原 田 寿賀美 君 

   ９番  山 﨑 裕 二 君 

  １０番  村 山 良 夫 君 

  １１番  岩 田 恵 一 君 

  １２番  北 尾   潤 君 

  １３番  梅 原 好 範 君 

  １４番  鈴 木 利 明 君 

  １５番  松 村 篤 郎 君 

  １６番  野 口 久 之 君 

 

４ 欠席議員（０名） 

 

５ 説明のため、地方自治法第１２１条の規定により出席を求めた者（２１名） 

  町 長     寺 尾 豊 爾 君 

  副 町 長     畠 中 源 一 君 

  参 事     伴 田 邦 雄 君 

  参 事     山 田 洋 之 君 

  総 務 課 長     中 尾 達 也 君 

  監 理 課 長     野 村 雅 浩 君 
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  企 画 政 策 課 長     木 南 哲 也 君 

  税 務 課 長     松 山 征 義 君 

  住 民 課 長     長 澤   誠 君 

  保 健 福 祉 課 長     大 西 義 弘 君 

  子育て支援課長     津 田 知 美 君 

  医 療 政 策 課 長     藤 田 正 則 君 

  農 林 振 興 課 長     栗 林 英 治 君 

  商 工 観 光 課 長     山 森 英 二 君 

  土 木 建 築 課 長     山 内 和 浩 君 

  上 下 水 道 課 長     十 倉 隆 英 君 

  会 計 管 理 者     久 木 寿 一 君 

  瑞 穂 支 所 長     山 内 善 博 君 

  和 知 支 所 長     榎 川   諭 君 

  教 育 長     松 本 和 久 君 

  教 育 次 長     西 村 喜代美 君 

 

６ 出席事務局職員（２名） 

  議 会 事 務 局 長     堂 本 光 浩 

  書 記     山 口 知 哉 
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開会 午前 ９時００分 

○議長（野口久之君） 皆さん、おはようございます。 

  本日はご参集いただき、大変ご苦労さまでございます。 

  ただいまの出席議員は１６名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより平成２９年第３回京丹波町議会定例会を開会いた

します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

《日程第１、会議録署名議員の指名》 

○議長（野口久之君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、１０番議員・村山良夫君、１１番

議員・岩田恵一君を指名します。 

 

《日程第２、会期の決定》 

○議長（野口久之君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  今期定例会の会期は、本日から９月２５日までの２５日間としたいと思います。これにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野口久之君） 異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から９月２５日までの２５日間と決しました。 

  会期中の予定については、事前に配付の会期日程表のとおりであります。 

 

《日程第３、諸般の報告》 

○議長（野口久之君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  本定例会に町長から提出されています案件は、諮問第１号ほか２３件です。ほかに報告が

あります。 

  提案説明のため、寺尾町長ほか関係者の出席を求めました。 

  ８月２９日に議会運営委員会が開催され、本定例会の運営について協議されました。 

  同日、議会活性化特別委員会が開催されました。 

  本定例会までに受理した陳情書をお手元に配付しております。 
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  また、京丹波町監査委員より、例月出納検査結果報告がありましたので、お手元に配付し

ております。 

  本日の会議に京丹波町ケーブルテレビの撮影・収録を許可しましたので、報告いたします。 

  本日、本会議終了後、議会広報特別委員会が開催されます。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

《日程第４、行政報告》 

○議長（野口久之君） 日程第４、行政報告を行います。 

  寺尾町長。 

○町長（寺尾豊爾君） 皆さん、おはようございます。 

  本日、ここに、平成２９年第３回京丹波町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員

各位におかれましては、公私何かとご多用の中、ご参集いただきまして、まことにありがと

うございます。 

  また、日ごろ、議員各位には、円滑な町政の推進にご支援、ご協力をいただいております

ことに、厚く御礼申し上げます。 

  初めに、本年７月に発生しました「平成２９年７月九州北部豪雨」におきまして、被災さ

れました方々に対し、衷心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧が進みま

すことをお祈り申し上げるところであります。本町におきましても、和知中学校生徒会と須

知高校生徒会の皆さんが、いち早く募金活動を行われ、役場に届けていただきました。お預

かりしました義援金は、日本赤十字社を通じ、被災地にお送りさせていただいたところであ

ります。このような自然災害は、全国各地でたびたび発生しているところでありまして、本

町におきましても、緊急時の対応について、しっかりと準備してまいります。 

  一方、我が国を取り巻く情勢は、北朝鮮によるたび重なるミサイルの発射実験などにより

まして、国民の安心・安全が脅かされております。国際社会が一致協力してその対策を講じ

るべきだと考えております。 

  さて、今期定例会は、平成２５年１１月に二期目の町政をお預かりいたしまして以来、は

や任期最終の定例会を迎えることとなりました。議員各位におかれましても、この４年とい

う年月の速さを感じておられることと推察いたします。 

  振り返りますと、この間、私は常に住民の皆さんの目線に立って、就任当初に掲げました

「安心・活力・愛のあるまちづくり」を実践し、継続・発展させるために一生懸命取り組ん

でまいりました。 
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  おかげをもちまして、最重要課題として取り組んでおります地域医療の充実を初め、子育

て支援の推進、消防防災体制の整備強化、住宅や居住環境の向上対策、バイオマスの活用推

進、地域振興拠点施設の整備、教育環境の改善など、その取り組みの成果は形となり、数字

となってあらわれております。このことは、ひとえに、議員各位を初め、町民の皆さんの絶

大なご理解とご協力のたまものでありまして、ここに改めまして深く感謝申し上げる次第で

あります。 

  今後におきましては、残ります期間を町民の皆さんの幸せの実現のためにしっかりと取り

組んでまいる所存でありますので、変わらぬご指導、ご支援を賜りますようによろしくお願

い申し上げます。 

  次に、今年度から１０年間のまちづくりの指針として、本年３月に策定しました第２次京

丹波町総合計画は、「日本のふるさと。自給自足的循環社会・京丹波」を将来像として、

「森林」「食」「子育て力」「地元力」といった財産の強みを活かして、町民の皆さんが安

心で誇りと豊かさを感じ、住んでよかったと思えるまちづくりを進めてまいりたいと考えて

おります。そのためには、このまちの地域資源をしっかりと認識し、地域全体で守り、活か

していくことが重要であります。無理をせず、こつこつと取り組んでまいります。 

  次に、京都府において整備されました京都トレーニングセンターの運営が始まりまして、

１年が経過したところであります。利用者の皆さんも徐々に伸びている状況と伺っておりま

す。地元のすばらしい施設でもあり、積極的に活用をしてまいりたいと思っております。町

民の皆さんの健康づくりやスポーツの振興、さらには競技力の向上などが図られることを期

待しているところであります。 

  次に、本年度の主要事業の執行状況について報告を申し上げます。 

  初めに、繰越明許費について、平成２９年度に繰り越しております一億総活躍社会の実現

に向けた国の緊急対応分である地方創生拠点整備交付金対象事業の鳥インフルエンザ発生農

場跡地活用事業では、京丹波町映画等ロケ地倉庫の建設に向けた準備を進めております。ま

た、ロケ誘致事業では、ロケーションオフィス事務所等の整備に向けた設計業務を行い、施

設の整備に向けて現在、調整を行っております。 

  次に、新庁舎建設に向けての取り組みでありますが、これまでに新庁舎建設に係る建物解

体工事設計業務、治水対策及び造成工事測量設計業務、用地測量業務を順次発注したところ

であります。 

  また、７月１８日には、外部から専門的な知識を有する大学教授にお世話になりまして、

新庁舎建設設計者選定委員会を設置し、新庁舎建設に係る設計業務の発注に向けて準備を進
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めております。今後、設計業者を選定し、具体的な内容について調整を図りながら進めてま

いります。 

  次に、今年度実施しました「町長と語るつどい」の開催状況でありますが、６月５日から

８月８日にかけまして町内２２カ所で開催をさせていただきました。各会場におきましては、

多くの住民の皆さんにご参加いただいて、貴重なご意見、ご提言を頂戴しておりまして、今

後の町政運営に活かしてまいりたいと考えております。 

  次に、平成２８年度に整備しました京丹波町地域熱供給システムが今年度から稼働してお

ります。現在は、福祉施設への熱源供給が中心でありますが、これから冬季に向かい、本格

的な運用も始まります。データを蓄積し検証を行うとともに、さらなる事業展開が図られる

よう調査・研究してまいりたいと思っております。 

  次に、今年度から新たに取り組んでおります高齢者に対する運転免許証自主返納制度につ

きましては、７月末までに１４人の方から申請をいただいております。今後におきましても、

高齢者の運転による事故防止の観点から本制度をＰＲし、ＪＲバスや町営バスなどの公共交

通機関の利用への誘導を図ってまいります。 

  次に、地球温暖化防止対策としまして、また、再生可能エネルギーの普及を目的として取

り組んでおります住宅用太陽光発電システムの設置補助におきましては、７月末現在で６件

の申請をいただき、補助金として６８万８，０００円の交付決定をしております。引き続き

さらなる普及に向けて取り組んでまいります。 

  次に、秋の一大イベントとして定着してまいりました「京丹波・食の祭典２０１７」は、

１０月２２日に丹波自然運動公園と須知高校を会場として計画しております。年々参加者数

は増加傾向にあり、丹精込めてつくられました野菜や加工食品など、本町の豊かな食を味わ

っていただけるものと考えております。 

  次に、住宅改修の推進におきましては、住宅の耐久性の向上、あるいは環境に配備した改

修に対しまして補助金を交付しているところであります。７月末現在の申請件数は昨年同月

に比べまして２３件増の６１件で、補助金は同じく５５万５，０００円増の３４３万５，０

００円の交付を決定しております。 

  次に、認定こども園の開設に向けての取り組みでありますが、本年６月には子ども・子育

て審議会を開催し、認定こども園開設に向けた基本計画策定や新園舎整備に関することなど

諮問させていただいたところであります。なお、新園舎整備につきましては、審議会に統合

園舎整備検討部会が設置されました。地域の特色を生かした園舎となるよう議論をいただい

ているところであります。 
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  次に、ホッケー競技では、須知高校男子ホッケー部が７月２９日から８月２日にかけまし

て山形県において開催されました第８０回全国高等学校ホッケー選手権大会に、また、蒲生

野中学校男子チーム並びに瑞穂中学校女子チームが、８月１９日から２１日にかけまして大

分県において開催されました第４７回全日本中学生ホッケー選手権大会にそれぞれ出場いた

しました。須知高校男子ホッケー部は残念ながら１回戦で敗退しましたが、蒲生野中学校男

子チームは決勝トーナメントに進出しましてベスト１６に、また、瑞穂中学校女子チームも

決勝トーナメントで２回戦まで進出しベスト８となりました。全国大会で堂々と戦った姿は、

京丹波町民に元気を与えてくれたことです。また、選手の皆さんにとって何物にもかえがた

い貴重な経験を得たものと思っております。今後のさらなる活躍を願うものであります。 

  以上、行政報告といたします。 

○議長（野口久之君） 以上で行政報告を終わります。 

  お諮りします。 

  ただいまから上程になります日程第５、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

から日程第２８、認定第１６号 平成２８年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定につい

てまでの議案につきましては、本日は提案理由の説明のみとし、質疑、討論、採決は後日の

日程としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野口久之君） 異議なしと認めます。 

 

《日程第５、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について～日程第２８、認定第１６号 

平成２８年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定について》 

○議長（野口久之君） これより日程第５、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

から日程第２８、認定第１６号 平成２８年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定につい

てまでを一括議題とします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。 

  寺尾町長。 

○町長（寺尾豊爾君） それでは、本日、提案させていただきます議案につきまして、その概

要を説明させていただきます。 

  初めに、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてでありますが、谷 碩子委員の

任期が本年１２月３１日をもちまして満了となります。谷氏は、今回の任期満了を区切りと

して退任の意思がかたく、これを尊重させていただくことになりました。 
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  後任の委員には、京丹波町質美にお住まいの林 啓治氏を推薦することについて、議会の

ご意見をお伺いするものであります。 

  林氏は、長年、学校教育の場でご活躍されておりました。人格、識見ともに高く、信望の

厚い方であります。職務を適切に務めていただけるものと考えております。ご同意賜ります

ようお願い申し上げます。 

  諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦についてでありますが、本年１２月３１日をもち

まして任期満了となります和久田正八委員を再推薦したいので、議会のご意見をお聞きする

ものであります。和久田氏は、人権啓発や人権相談など積極的に活動をいただいているとこ

ろであり、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  議案第５４号 平成２９年度京丹波町一般会計補正予算（第４号）につきましては、補正

前の額１０９億６９万９，０００円に、今回、２億４，８７８万円を追加しまして、補正後

の額を１１１億４，９４７万９，０００円とすることをお願いしております。平成２８年度

繰越金及び本年度の普通交付税等の確定を受けまして、必要となります事業を中心に編成し

ております。 

  主な事業では、前年度繰越金の確定による財政調整基金への積み立てに１億２，２００万

円、公民館改修など自治振興補助金に１７５万円、町内の福祉施設等における介護に従事す

る人材の育成と確保を図ることを目的に介護福祉士資格取得講習等受講に係る経費助成など

福祉人材確保対策事業に２０５万円、子育て世帯の住宅改修に係る費用の助成を行う子育て

世帯住宅リフォーム支援事業補助金に１，０００万円、農業施設の機能回復を図るための整

備補助金に７００万円、和知北部地域における災害時の避難路確保に向けた調査設計費に２

００万円、本町の「食」と融合した体験型ホッケーイベントの開催や、これに伴うトイレ等

の施設改修を行うスポーツ観光聖地づくり事業に５９６万２，０００円を計上したところで

あります。 

  歳入につきましては、普通交付税確定による減額４，４６１万９，０００円、前年度繰越

金の増額１億９，２８６万６，０００円、子育て応援住宅総合支援府補助金５００万円、過

年度分後期高齢者医療給付費負担金返還金１，７０９万円を主なものとしまして、関連する

特定財源の精査を行うとともに、不足する額について財政調整基金からの繰り入れにより編

成したものであります。 

  議案第５５号 平成２９年度京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）では、

補正前の額２２億５，２００万円に２，７０６万４，０００円を追加し、補正後の額を２２

億７，９０６万４，０００円とすることをお願いしております。療養給付費等負担金の超過
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交付による返還金に係る増額のほか、前年度繰越金等の確定による精査を行うものでありま

す。 

  議案第５６号 平成２９年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）では、

補正前の額２億２，３３２万８，０００円に６７万１，０００円を追加しまして、補正後の

額を２億２，３９９万９，０００円とすることをお願いしております。前年度繰越金の確定

による精査及び広域連合納付金の増額を行うものであります。 

  議案第５７号 平成２９年度京丹波町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）では、事

業勘定において補正前の額２１億５，６４４万円に８，５３９万円を追加しまして、補正後

の額を２２億４，１８３万円とすることをお願いしております。前年度繰越金の確定による

精査及び前年度介護給付費負担金等の確定による返還金等について計上しております。 

  議案第５８号 平成２９年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第１号）では、補正

前の額９億２，７５０万円から６１６万１，０００円を減額しまして、補正後の額を９億２，

１３３万９，０００円とすることをお願いしております。前年度繰越金の確定による精査及

び人件費の精査を行うものであります。 

  議案第５９号 平成２９年度京丹波町水道事業会計補正予算（第１号）では、収益的支出

において人件費の精査、臨時雇用職員の増加によるもの。資本的支出においては、入札執行

に伴う車両購入費の減額による補正を行うものであります。 

  続きまして、平成２８年度決算認定議案につきまして、概略を説明申し上げます。 

  平成２８年度は、第４０回全国育樹祭が京都で開催されるなど「森林」が注目される年で

もありました。本町におきましても、森林資源の活用と木質バイオマスエネルギー活用の取

り組みとしまして地域熱供給施設を設置し、運用が始まりました。また、まちづくりの拠点

となる機能的で利用しやすい新庁舎の建設に向けて、新庁舎建設計画を策定し、新庁舎の位

置が決定したところであり、これから新庁舎の建設に向けて具体的な取り組みを進めてまい

ります。 

  まず、「安心」のあるまちづくりでは、地域医療の確保・充実を最重点課題として、常勤

医師の確保を図るとともに、在宅医療の充実など町民の皆さんの健康や暮らしの安心につな

がるように地域包括医療の充実に努めてまいりました。また、身近な医療機関として、「地

域包括医療発表会」を開催し、より親しみを感じていただける病院として全職員が頑張って

いるところであります。 

  次に、「活力」のあるまちづくりでは、地域資源の活用に向けた取り組みとしまして、有

害鳥獣対策事業の充実、森林管理道の開設、地域熱供給施設の整備、ロケ誘致事業推進など
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地域の活性化に取り組んでまいりました。 

  また、昨年１０月２３日には「京丹波・食の祭典２０１６」を丹波自然運動公園と須知高

校を会場に開催したところ、来場者は１万５，４００人に達し、来場者の方に食のまち・京

丹波を広く発信することができました。 

  次に、「愛」のあるまちづくりでは、このまちで安心して子どもを産み育てられる環境づ

くりや、家庭・地域・行政が連携して子どもを育てていく体制づくりを目指すとともに、支

援施策を充実して取り組んでいるところであります。 

  おかげをもちまして、予定しておりました事業は無事に完成、あるいは着実な進展をして

おりますこと、ひとえに議員各位を初め、町民の皆さんのご理解、ご協力にここに改めまし

て深く感謝申し上げる次第であります。 

  一方、国では、「一億総活躍社会」の実現を掲げて「新・三本の矢」の政策を打ち出し、

これから一体的に推進することで、成長と分配の好循環を全国津々浦々まで波及させ、人口

減少、地域経済の縮小の悪循環に歯どめをかけ、地方を含め日本経済全体の持続的拡大均衡

を目指し、「地方創生推進交付金」を初めとする経済対策を着実に実施することとされてお

ります。しかし、日本経済は好調な企業収益と雇用情勢の改善によりデフレ脱却に向けて進

んでいるものの、賃金や個人消費の動向は決して強くなく、留意が必要と判断されておりま

す。 

  本町におきましても、京丹波町創生戦略に基づき、各種交付金の活用により、効果的なま

ちづくり施策に取り組んでおります。 

  このような情勢の中、一般会計の決算額は、歳入１１４億７，１３５万６７１円、歳出１

０９億７，６７８万３，４５６円、うち翌年度への繰越財源２億５，１７０万１，０００円

を差し引いた実質収支では、２億４，２８６万６，２１５円の黒字決算となっております。 

  なお、一般会計における平成２７年度の黒字となった実質収支額３億１，２３０万２，３

２５円を差し引いた単年度収支は、６，９４３万６，１１０円の赤字、これに財政調整基金

積立額を加え、取り崩し額を控除した実質単年度収支は、９，２８２万４，８９０円の黒字

であります。 

  一般会計の主な執行状況でありますが、以下、万円単位で報告を申し上げます。 

  まず、総務費では、新たな財源の確保対策としまして、ふるさと応援寄附金に対するお礼

の品に町特産品を送るための費用に７６３万円、いただいた寄附金を次年度に活用するため

の基金積立としまして２，１４９万円、税番号制度の導入経費に９８６万円を執行しており

ます。新庁舎整備事業におきましては、建設基本計画策定業務委託料に９５０万円、現況測
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量業務委託料に１２５万円を執行しております。 

  また、今後の財政需要に備えるための財政調整基金の積み立てに１億６，２２６万円を積

み立てています。 

  地域振興事業費では、和知地区の屋根付き多目的広場建設に係る工事費としまして、１億

８，５１４万円を執行しております。 

  このほか、地域コミュニティ活動助成としまして、自治振興補助金には、公民館の改修及

び空調設備設置を主なものとしまして４つの自治会等に１４１万円、また、質美下村区公民

館建設に係る間接補助としまして、コミュニティ助成事業交付金１，５００万円を執行して

おります。また、地域資源活用推進費では、昨年１０月に選定されましたバイオマス産業都

市を推進するモデル事業としまして、本町初の地域熱供給システム整備を行ったほか、循環

型地域資源の活用を目指し２億６，８５２万円を執行しております。 

  民生費では、少子高齢化が進む中、高齢者や障害者の方々が安心して暮らすことのできる

環境づくりとしまして、次代を担う子どもたちの健やかな成長を支援するための諸施策に重

点的に取り組んでまいりました。 

  障害者の自立支援給付費や医療給付費等で４億６，０７５万円、介護保険特別会計繰出事

業に３億６，２２３万円、後期高齢者医療制度に係る京都府後期高齢者医療広域連合への医

療給付費負担金や特別会計繰出金などの関係経費に２億８，６４８万円を執行しております。

児童手当には、１億６，８５１万円を執行したほか、すこやか子育て医療費助成や高校生等

医療費助成などの医療費助成に２，７５４万円を執行したところであります。また、消費税

率の引き上げに際し、所得の低い方への臨時的な給付措置であります臨時福祉給付金事業で

は、３種類の給付金を延べ６，０８４名の方に９，１０２万円を執行しております。 

  保健衛生費では、町民の皆様の安心・安全と健康で心豊かな生活を送っていただけるよう

に、特定健診を初めとする各種検診、健康相談事業、各種予防接種事業などの保健活動を積

極的に推進しております。これらの経費としまして、母子保健事業に８７０万円、生活習慣

病に着目した特定健康診査等事業に１，４００万円、後期高齢者健康診査事業に７６１万円、

がん検診事業などに４，２４３万円を執行しております。 

  また、診療所費では、京丹波町病院事業会計への運営補助金及び南丹病院負担金などに３

億６，１０７万円を執行しております。清掃費では、船井郡衛生管理組合の分担金を主なも

のとしまして２億８，３１５万円、上水道費では、６億９０４万円を執行しております。 

  環境保全、地球温暖化防止などの環境衛生対策に積極的に取り組み、ごみの減量化やリサ

イクルの推進に努めるとともに、統合簡易水道事業の促進など、安全で安定した水道施設の
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整備に努めたところであります。 

  なお、住宅用太陽光発電システム設置補助金につきましては、２１件で３０５万円を執行

しております。 

  農林水産業費につきましては、有害鳥獣対策に取り組むとともに、担い手の連携による農

地保全や黒大豆、小豆、ソバ、京野菜等の特産振興、営農組織への支援など、生産性の高い

農業の実現に引き続き努めてまいりました。 

  中山間地域等直接支払交付金に１億９８０万円、黒大豆、小豆、ソバ、京野菜等の特産物

等作付奨励金に２，１４１万円、多面的機能支払交付金事業に９，６０６万円を執行し、地

域ぐるみの共同活動や営農活動支援を積極的に行うとともに、有害鳥獣対策として被害防止

施設設置事業を中心に８，６４５万円を執行しております。 

  また、農業機械導入補助や農業施設整備補助を中心とします農業振興事業に２，７９４万

円、青年就農給付金の支給などを行う京力農場プラン事業に９３１万円、農地の集積による

遊休農地の解消と就農促進対策の強化を図るための農地中間管理事業に１６８万円、農道、

農業用水路等の改修補助を中心とする農地保全事業に２，４４４万円、老朽ため池等改修整

備経費などの土地改良施設維持管理事業に１，７２２万円を執行しております。 

  林業費では、木のぬくもり活用推進事業では、薪ストーブ設置補助金としまして１０件１

００万円、森林管理道開設事業に５，９３０万円、間伐材の有効活用への取り組みとしまし

て木材搬出奨励事業に５６６万円を執行しております。 

  商工費では、小規模店舗や中小企業への経営支援対策を継続的に取り組んでまいりました。

信用保証料補給や資金融資利子補給、商工会への小規模事業経営支援事業助成などの商工振

興対策に２，３９９万円、プレミアム商品券発行事業補助金に６３万円、食の祭典など食の

郷創造事業の企画運営などのまるごと観光推進事業に１，４９６万円、味夢の里モニタリン

グ委託など味夢の里管理運営事業に１，４４１万円、京丹波町観光協会の運営補助に８３０

万円、また、地方創生交付金を活用したロケ誘致事業では、ロケ地調査やロケ弁開発などに

２，０９８万円を執行しております。 

  土木費では、道路維持費に８，４２７万円、道路新設改良費に３億７，２９４万円、河川

維持管理事業に２，６５２万円、住宅改修補助金交付事業に８０件、６０９万円、畑川ダム

関連事業に３５４万円を執行しております。生活基盤の一層の充実に向けまして、今後とも

計画的な整備に努めてまいります。 

  消防費では、京都中部広域消防組合負担金に２億７，９１１万円、消防団の運営や施設維

持に８，３４５万円のほか、消防車庫等修繕や施設改修工事などの消防施設整備に５０８万
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円を執行しております。今後とも安心・安全なまちづくりの基盤整備に努めてまいります。 

  教育費では、総額９億３，７７６万円を執行しております。各小・中学校、幼稚園の運営

経費や施設修繕経費、小学校空調設備整備工事、小・中学校屋内体育施設非構造部材耐震改

修工事等を中心に取り組んでおります。教育環境の充実を図り、心身ともに健康な児童、生

徒の育成に努めてまいります。 

  以上、主たる決算概要につきまして申し上げましたが、次に普通会計をもとにした財政構

造面について申し上げます。 

  町税は、前年度に比べまして１億６，０３３万円減額の１６億８，２４２万円となりまし

た。これは、平成２７年度における市町村民税の所得割が、譲渡所得の一時的な増額となっ

たことが主な要因であります。徴収率につきましては、現年度が９８．９％で、前年度と増

減なく、滞納繰越分は２０％と３．８ポイントの増加となりました。今後とも税負担の公平

性を確保するため、京都地方税機構との連携はもとより、細やかな納税相談の実施などに一

層の努力を重ねてまいります。 

  一方、平成２８年度におきましても、滞納処分等の取り組みを行いながら、町税１，２０

８万円、国保税１，６２３万円を不納欠損処分とさせていただきました。前年度と比べ町税

におきましては５６９万円の増加となったところであります。貴重な自主財源が徴収に至ら

なかったことはまことに申しわけなく思いますが、ご理解いただきますようによろしくお願

い申し上げます。 

  譲与税・交付金関係では、主に地方消費税交付金の減少により、前年度と比較して３，８

９６万円減額の４億６，８７２万円、地方交付税では、普通交付税が市町村民税所得割や地

方消費税交付金等の減額など基準財政収入額の減額と、基準財政需要額では地域経済・雇用

対策費や公債費、包括算定経費等多くの項目で減額となりまして、７，４３６万円減額の４

６億５，１９５万円、特別交付税は７１３万円増額の６億９３万円となっております。 

  次に、歳出におきまして支出を拘束する義務的経費では、人件費で３，２９１万円の減額、

扶助費では６，１０４万円の増額、公債費では８，１９６万円の減額となり、全体では５，

３８３万円の減額で、４０億７３９万円の決算でありました。 

  投資的経費では、道路新設改良事業に係る工事費の減少や防災行政無線整備事業の完成、

台風等による被災施設の災害復旧工事の完成などにより、２億２，０１５万円の減額となり

１７億５，９５９万円の決算となったところであります。 

  このような決算状況の中、財政構造の指標となります経常収支比率は、前年度比２．５ポ

イント増の８６．４％、実質公債費比率は、前年度比０．２ポイント増の１４．２％となり
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ました。 

  経常収支比率の増加要因につきましては、歳入経常一般財源において、地方税を初め地方

消費税交付金、地方交付税及び臨時財政対策債等が減額となったこと。歳出経常一般財源で

は、物件費、繰出金等で増額となったものの、人件費、扶助費、補助費等及び公債費が減額

となったことなどによるものであります。 

  これら指標の算定に大きなウエートを占める普通交付税につきましては、平成２８年度も

段階的な特例措置の縮減となる中であり、より一層の行財政改革に努めてまいります。 

  次に、特別会計の決算状況でありますが、国保京丹波町病院事業会計を除く１４特別会計

の歳入総額は７４億８，０１６万円、歳出総額は７１億２，１０３万円で、実質収支は、３

億３，０４０万円であります。 

  国保京丹波町病院事業会計につきましては、消費税を除いた収益的収支のうち、経常収益

は９億６，１５５万円、経常費用は９億６，４８０万円で、差し引き３２５万円の赤字とな

りました。また、公債費の繰り上げ償還を行ったことから、特別損失として計上したもので、

最終的に４，５１４万円の純損失となりました。これを前年度繰越欠損金から控除しますと、

当年度未処理欠損金は、１億４，６６９万円となりました。今後とも一層の経営改善に努め、

繰越欠損金の縮小を目指してまいります。 

  なお、資本的収支では、収入総額１億１，８６２万円に対しまして、支出総額４億１，８

７０万円となりまして、収支差額の３億８万円は、過年度分損益勘定留保資金で補塡したと

ころであります。 

  以上、申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。 

  提案させていただきました議案は２４件であります。細部につきましては、会計管理者ま

たは所管します課長から説明させますので、何とぞ慎重に審議賜りまして、原案に賛同いた

だきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野口久之君） 補足説明を担当課長から求めます。 

  説明は日程順にお願いをいたします。 

  長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） それでは、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につきまして、

補足説明をさせていただきます。 

  人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法に基づきまして、市町村長はその候補者に

ついて議会の意見を聞いて推薦を行い、法務大臣が委嘱することとなっており、その任期は

３年となっております。 
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  現在、京丹波町では、１１名の人権擁護委員さんにご活躍いただいております。 

  そのうち、平成１８年１月１日から１２年間という長きにわたり人権擁護委員としてご活

躍いただきました谷 碩子氏が平成２９年１２月３１日をもちまして任期満了となられます

ことから、町長の提案説明にもありましたように、新たに林氏を人権擁護委員候補者として

推薦いたしたく、議会のご意見を求めるものでございます。 

  林 啓治氏は、京丹波町質美にお住まいで、昭和２７年１月２７日生まれの６５歳で、昭

和４９年４月に京都府八木町立富本小学校の教員として着任され、その後、主に南丹管内を

中心とする小学校の教員として長きにわたりご活躍されました。平成２２年１２月から平成

２８年１１月まで、本町民生児童委員として住民福祉推進のためにご活躍いただいてきたと

ころでございます。 

  それでは、諮問第１号を読み上げまして、補足説明とさせていただきます。 

  諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

記 

  住所 京都府船井郡京丹波町質美ダン３４番地１ 

  氏名 林 啓治 昭和２１年１月２７日生 

  平成２９年９月１日提出 

  京丹波町長 寺尾豊爾 

  提案理由といたしましては、人権擁護委員の任期満了に伴い、人権擁護委員候補者を推薦

する必要があるため。 

  なお、参考といたしまして、裏面に主な経歴等を記載しておりますので、ごらんいただき

たいと思います。 

  ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につきまして、補足説明を申し上げ

ます。 

  先ほども申し上げましたとおり、人権擁護委員につきましては、市町村長はその候補者に

ついて議会の意見を聞いて推薦を行い、法務大臣が委嘱することとなっており、その任期は

３年となっております。 

  今回、候補者として推薦させていただきますのは、和久田正八氏でございます。今年の１

２月３１日をもって任期満了となりますが、これまでの活躍実績や地域住民の信頼も厚いこ
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となどから、引き続き人権擁護委員として再推薦いたしたく、議会のご意見を求めるもので

ございます。 

  なお、和久田正八氏は、京丹波町長瀬西ノ元３７番地にお住まいで、昭和２５年１月２５

日生まれの満６７歳で、現在３期目の人権擁護委員としてご活躍いただいております。 

  それでは、諮問第２号を読み上げまして、補足説明とさせていただきます。 

  諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

記 

  住所 京都府船井郡京丹波町長瀬西ノ元３７番地 

  氏名 和久田正八 昭和２５年１月２５日生 

  平成２９年９月１日提出 

  京丹波町長 寺尾豊爾 

  提案理由といたしましては、人権擁護委員の任期満了に伴い、人権擁護委員候補者を推薦

する必要があるためでございます。 

  なお、同じく、裏面に主な職歴等を記載しておりますので、ごらんいただきたいと思いま

す。 

  ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 議案第５４号 平成２９年度京丹波町一般会計補正予算（第４

号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算に２億４，８７８万円を追加し、補正後の額を１

１１億４，９４７万９，０００円とすることをお願いするものでございます。 

  概要といたしましては、先ほど町長の提案理由の説明にございましたとおり、平成２８年

度の繰越金と本年度の普通交付税の確定等に加えまして、行政運営に必要となる施策等を中

心とした編成とさせていただいております。 

  それでは、ページをめくっていただきまして、第１表につきましては、後ほど事項別明細

書により説明をさせていただきます。 

  ６ページの第２表、地方債の補正でございますが、内容は後ほど事項別明細書の７ページ

の町債でご確認いただきたいと思いますが、まず、合併特例事業債につきましては、８５０

万円増額をいたしております。新たに道路新設改良事業におきまして、安栖里大橋線ほか２
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路線の排水路整備工事等に充当させていただくものでございます。 

  次に、過疎対策事業債につきましては、７２０万円を増額させていただいております。こ

れは、今年度に設置を予定をしております防火水槽２基分の追加事業費の財源とするもので

ございます。 

  次に、臨時財政対策債につきましては、３，０１０万円の減額とさせていただいておりま

す。平成２９年度分が確定しましたので、その額まで減額をさせていただいたものでござい

ます。補正後の予算総額につきましては、２億８，７８０万円となったところでございます。 

  次に、一般会計出資債につきましては、水道事業会計におきまして実施をいたします管路

等施設の耐震化に係ります事業費のうち、起債対象事業費の４分の１について一般会計が負

担すべきものとしてルール化されているものでありまして、繰り出しイコール出資として一

般会計から支出する額について、一般会計出資債として地方債を借り入れるものでありまし

て、総額で１，９３０万円を計上したところでございます。一般会計出資債の交付税措置率

につきましては、元利償還金の５０％となっております。合計で４９０万円の増額となりま

して、補正後の発行額は１１億４，７５０万円とさせていただいております。このうち交付

税の算入でございますが、約７７％の８億８，５７０万円余りが交付税算入をいただける地

方債となっているところでございます。 

  次に、補正予算の重立った項目について説明をさせていただきます。 

  事項別明細書の８ページをお願いいたします。 

  まず、歳出からでございますが、人件費関係につきましては、各費目を通じまして、４月

の人事異動に伴いまして精査を行っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  同じく、８ページで、２款、総務費、２目、文書広報費、例規集管理事業では、町長、町

議会議員の改選にあわせまして、例規集の単行本を発行するものでございまして、１７８万

２，０００円を計上をいたしております。 

  同じく、５目、財産管理費の財政調整基金積立事業では、地方財政法第７条に基づく積立

金、前年度繰越金の２分の１以上となっておりまして、これに１億２，２００万円を計上を

いたしております。 

  ９ページの７目、支所費、支所財産管理事業では、１３節、委託料で、みずほ保育所に隣

接します町有地周辺の治水対策を行う上で必要となる排水及び用水計画を策定するため、測

量設計業務委託費に２９０万円を計上をいたしております。 

  次に、１０ページに入りまして、１１目、地域振興事業費の自治振興補助金事業では、１

９節、負担金補助及び交付金で、６月末までに申請のありました８団体の区自治会に対する
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自治振興補助金としまして、１７５万円を計上いたしております。 

  事業内容としましては、公民館等修繕が３件、空調設備設置が３件、複写機購入が３件、

公園休憩所改修が１件となっておりまして、補助率は２分の１でございます。 

  次に、１１ページ、３款の民生費、１目、社会福祉総務費の福祉人材確保対策事業では、

町内の福祉施設等における介護に従事する人材の育成と確保を図り、施設入所者や福祉サー

ビス利用者の処遇向上を図ることを目的としまして、介護福祉士資格取得講習等受講料等助

成金に１０５万円、社会福祉法人等介護人材確保支援事業助成金に１００万円を計上し、１

２ページ、３目、障害者福祉一般経費では、平成２８年度障害者医療費、更生医療、育成医

療、療養型医療分として、交付決定のありました国庫負担金につきまして、実績に基づき返

還する必要が生じたものでございまして、国・府支出金等返還金として、６３３万７，００

０円を計上をいたしております。 

  次に、１３ページ、１目、児童福祉総務費、子育て応援助成事業では、多子あるいは３世

代の世帯に対しまして、住宅確保に係る支援を実施し、経済的負担の軽減を図ることを目的

として補助金を交付するものでありまして、１８歳未満の子どもさん、妊娠中の方も含みま

して３人以上の多子世帯または３世代が同居、近居する世帯で、年収約７５０万円未満の世

帯を対象としまして、子育てに必要な住宅のリフォームに要する経費の２分の１、上限が１

００万円でございますが、これを交付するものでありまして、今回、１，０００万円計上を

いたしたところでございます。 

  次に、１６ページに入りまして、６款、農林水産業費、３目、農業振興費の農業振興事業

では、農業機械導入補助金としまして３組織に１９０万円、農業施設整備補助金としまして

１農家組合に９０万円、地域活性化推進事業補助金としまして１組織に２６万４，０００円

を計上をいたしております。 

  １７ページの５目、農地費の農地保全事業では、農林漁業事業補助金としまして９団体が

実施をします頭首工、水路、ため池、農道等の改修事業等に７００万円を計上をいたしてお

ります。 

  次に、１８ページの２目、林業振興費の林道維持管理事業では、府道舞鶴和知線和知北部

地域におきまして、災害により道路の通行が困難となった場合の避難路として、府道の対岸

に作業道等でございますが、これを開設するための測量設計費としまして、１３節、委託料

に２００万円を計上をいたしております。 

  １９ページの８款、土木費、２項、道路橋りょう費の２目、道路維持費の雪寒道路維持事

業では、本年１月１４日からの大雪の対応を受けまして、全区へのアンケート調査を実施す
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る中で、除雪機器購入に伴います助成制度の希望があったことから、現行の補助制度を見直

すものでございまして、今後の申請件数を見込みまして、２７５万円を計上をいたしており

ます。 

  同じく、３目、道路新設改良費では、町道３路線の排水路等緊急改修工事費としまして、

１，０００万円を計上をいたしております。 

  ２０ページに入りまして、４項、都市計画費、２目、都市公園費、都市公園施設管理事業

では、須知水辺公園施設の改修事業に要する経費としまして、チェーン柵の修繕及びグラウ

ンドゴルフコースの整備を行うものでございます。ふれあい広場の新庁舎整備に係ります事

業の実施によりまして、グラウンドゴルフの練習場がなくなることから要望もいただく中で、

須知水辺公園内にグラウンドゴルフコースを併設をするものでございます。これらに係りま

す事業としまして、５００万円を計上をいたしております。 

  次に、２１ページの９款、消防費、３目、消防施設費の防火水槽設置事業では、今年度に

設置を予定しております２カ所につきまして、調査の結果、標準的な工法での施工が困難で

あることから、タイプを変更して実施をするということを想定をしまして、必要となります

事業費を算出をし、１施設当たり約１，０００万円となることから、不足します事業費とし

て８００万円を計上をするものでございます。事業費が増えますことで地元負担金を含め、

また、新たな場所での設置につきましても、現在、協議を行っているところでございます。 

  次に、２４ページ、１０款、教育費、１目、保健体育総務費では、スポーツ観光聖地づく

り事業としまして、５９６万２，０００円を計上をしております。本事業は、新たな顧客を

開拓するため、京丹波町の魅力である食とホッケーの融合による体験型ホッケーイベント、

スイーツエンジョイホッケーフェスティバルをグリーンランドみずほホッケー場で開催をす

るものでございまして、これに必要な情報発信用の看板の設置、あるいはトイレの改修、ま

た試合の様子を撮影できるビデオタワーの整備などを行い、受け入れ設備の充実を図るもの

でございます。 

  戻っていただきまして、３ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。初めに、１０款、地方交付税の１目、地方交付税の普通交付税でござ

いますけれども、４，４６１万９，０００円を今回減額をいたしております。 

  当初予算におきましては、４５億２，０００万円余りを見込みまして、うち１億１，００

０万円余りを留保財源としまして、４４億１，０００万円を計上をいたしておりましたが、

当初見込みと比べまして大幅に減少し、交付額は４３億６，５３８万１，０００円となった

ところでございます。 
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  なお、平成２８年度実績と比較しますと、２億８，６５７万４，０００円の減となりまし

て、これに臨時財政対策債を加えた実質的な交付税では、２億９，６４８万４，０００円の

減となっているところであります。 

  主な要因としましては、基準財政需要額のうち個別算定経費におきましては、保健衛生費

や高齢者保健福祉費の減少等により合計で１億２，９００万円余りの大幅な減額となりまし

た。中でも、保健衛生費において、水道事業が法適用の公営企業会計へ移行したことにより

まして、高料金対策に要する経費が全額特別交付税の措置に移行したことによるものでござ

います。 

  そのほか、各種の特定財源につきましては、歳出の補正にあわせまして精査を行っている

ものでございます。 

  次に、５ページの１５款、府支出金、２目、民生費府補助金では、子育て応援住宅総合支

援事業補助金としまして、５００万円計上をしております。歳出におきまして説明をいたし

ました子育て応援助成事業の財源とするものでございまして、補助率は２分の１となってお

ります。 

  ７目、教育費府補助金では、スポーツ観光聖地化事業補助金として２９１万９，０００円

を計上をしております。歳出で説明いたしました同事業の財源とするものでございまして、

補助率が２分の１、限度額は３００万円となっております。 

  次に、６ページに入りまして、１９款、繰越金でございますが、額が確定をし、１億９，

２８６万６，０００円を計上をしたところでございます。 

  ７ページの２１款、町債でございますが、先ほど説明をいたしました水道事業への一般会

計出資債の新規計上、道路改良事業の財源として合併特例債の増額、防火水槽整備事業費の

増額に伴います過疎対策事業債の増額、臨時財政対策債の額の確定に伴います減額などで、

合計４９０万円の増額としております。 

  ６ページに戻っていただきまして、１８款、繰入金、３目、財政調整基金繰入金では、新

規事業などの財政需要と繰越金、普通交付税などの財源調整を行いまして、なお、不足しま

す額につきまして繰り入れを行うものでございます。 

  以上、議案第５４号 平成２９年度京丹波町一般会計補正予算（第４号）の補足説明とさ

せていただきます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（野口久之君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） それでは、議案第５５号 平成２９年度京丹波町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）につきまして、補足説明を申し上げます。 
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  今回の補正は、補正前の予算の総額に歳入歳出それぞれ２，７０６万４，０００円を追加

いたしまして、補正後の額を２２億７，９０６万４，０００円とさせていただくものでござ

います。 

  主に歳入では、今年度の前期高齢者交付金の交付額及び前年度繰越金の受入額が確定した

ことによる精査と、都道府県化に伴うシステム改修費補助金が主なものでございます。歳出

では、高額医療費共同事業拠出金が増額することに伴う国、府の負担金の増額が見込まれる

ことなどを中心に予算措置するものでございます。歳出では、後期高齢者支援金、前期高齢

者納付金及び介護納付金の金額確定に係ります補正、高額医療費共同事業拠出金の増額、平

成２８年度の療養給付費等負担金の返還金など所要額を予算措置するものでございます。歳

入歳出ともに最小限の補正にとどめておりますが、前年度繰越金が多額であったことから基

金繰入金を４，９８８万８，０００円減額し、収支のバランスを図ることとしております。 

  それでは、主なものにつきまして、歳入からご説明をさせていただきます。 

  事項別明細書３ページをお願いいたします。 

  最初に、歳入では、３款、国庫支出金、１項、国庫負担金、１目、療養給付費等負担金に

つきましては、一般被保険者の療養給付費等に対する負担金でございまして、過年度分の追

加交付が見込めないために１，０００円全額を減額させていただくものでございます。 

  また、２目、高額医療費共同事業負担金につきましては、歳出の高額医療費共同事業拠出

金の増額に伴うもので、当初、国保連合会が提示した見込み額に誤りが判明したことによる

もので、拠出金増額分の４分の１相当額、１７５万３，０００円を計上するものでございま

す。 

  同じく、２項、国庫補助金、国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金は、来年４月か

ら始まる都道府県化に係りますシステム改修費に対する補助金として、６４万８，０００円

を計上しております。これは、全額補助となっております。 

  また、４款、療養給付費交付金、過年度分は、退職者医療分について被用者保険から拠出

金を社会保険診療報酬支払基金を通じまして受け入れるものでございますが、平成２８年度

の額が確定し、過年度分の追加交付が見込めないため頭出しをしておりました１，０００円

を減額するものでございます。 

  ５款、前期高齢者交付金につきましては、今年度の交付額が確定したことから精査を行い

まして、４１万５，０００円を増額させていただくものでございます。 

  次に、４ページ、６款、府支出金、１目、高額医療費共同事業負担金は、国庫支出金と同

額の拠出金増額分の４分の１相当額、１７５万３，０００円を計上するものでございます。 
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  また、９款、繰入金、１目、国保運営基金繰入金では、４，９８８万８，０００円を減額

し、歳出総額との収支のバランスをとらせていただいております。 

  １０款、繰越金につきましては、当初予算編成時点におきまして、基金繰入金が必要で、

繰越金は発生しないものとしておりましたが、平成２８年度予算と比較いたしまして、歳入

では国庫支出金、府支出金が伸びたこと、支出では保険給付費や予備費に不用額が生じたこ

となどから、前年度からの繰越金といたしまして、７，２３８万５，０００円を追加させて

いただくものでございます。 

  続いて、５ページ、歳出をお願いいたします。 

  ３款、後期高齢者支援金及び６ページの４款、前期高齢者納付金、６款、介護納付金は、

今年度の納付すべき額が確定したことに伴いまして精査するものでございます。 

  次に、７款、共同事業拠出金、１目、高額医療費共同事業拠出金は、連合会の算定誤りの

ための補正であり、７０１万５，０００円を計上するものでございます。 

  最後に、７ページ、１１款、諸支出金、３目、償還金につきましては、平成２８年度の保

険給付費等の実績に基づきまして、超過交付分を返還することとなりましたので、既決額１

０万円に療養給付費等負担金と超過交付額返還金といたしまして、１，４３７万７，０００

円を追加計上させていただくものでございます。 

  以上、議案第５５号 平成２９年度京丹波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）の説明とさせていただきます。ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第５６号 平成２９年度京丹波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）についての補足説明をさせていただきます。 

  今回の補正は、補正前の予算の総額に歳入歳出それぞれ６７万１，０００円を追加いたし

まして、補正後の額を２億２，３９９万９，０００円とさせていただくものでございます。 

  それでは、歳入から説明させていただきます。 

  事項別明細書３ページをお願いいたします。 

  最初に、歳入の４款、繰越金については、平成２８年度からの繰越金が確定しましたので、

６７万１，０００円を追加させていただくものでございます。 

  続いて、４ページの歳出につきましては、歳入の繰越金の計上に伴いまして、平成２８年

度出納整理期間内に収納いたしました保険料につきまして、２款、後期高齢者医療広域連合

納付金の過年度保険料分といたしまして、６７万１，０００円を追加させていただくもので

ございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第５６号 平成２９年度京丹波町後期高齢者医療特別
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会計補正予算（第１号）の補足説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（野口久之君） 大西保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大西義弘君） それでは、議案第５７号 平成２９年度京丹波町介護保険事

業特別会計補正予算（第１号）の事業勘定分につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正予算は、事業勘定におきまして既定の予算総額に歳入歳出それぞれ８，５３９

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を２２億４，１８３万円とさせていただくものでござい

ます。 

  それでは、歳入から説明をさせていただきます。 

  事項別明細書の３ページをお願いいたします。 

  ３款、国庫支出金、４款、支払基金交付金、５款、府支出金につきまして、平成２８年度

の地域支援事業交付金の額の確定に伴い、それぞれ追加交付分を計上させていただいており

ます。 

  続きまして、８款、繰越金につきましては、前年度繰越金の確定によりまして、８，００

４万２，０００円を追加させていただくものでございます。 

  続きまして、４ページの歳出をお願いいたします。 

  歳出では、３款、地域支援事業費、２項、介護予防・生活支援サービス事業費、１目、介

護予防・生活支援サービス事業費におきまして、現行相当サービス事業を町内事業者等と委

託契約を締結いたしまして、実績に基づき当該事業者に委託料の支払いを行っているところ

でございますが、本町の被保険者の方がほかの市町村で現行相当サービスを利用された場合、

国保連合会を通じての請求となりますことから、委託料の一部を総合事業サービス事業費負

担金として組みかえをさせていただくものでございます。 

  ３項、その他諸費、１目、審査支払手数料につきましては、国保連合会への手数料として

１，０００円を計上させていただくものでございます。 

  ４款、基金積立金では、国府支払基金からの過年度分の地域支援事業に係ります追加交付

分及び前年度繰越金のうち介護給付費に係ります国府支払基金への返還すべき額を差し引い

た額などを合わせまして、３，４３８万円を追加させていただき収支の均衡を図ることとし

ております。 

  ６款、諸支出金につきましては、平成２８年度の介護給付費等負担金の額の確定に伴いま

して、国府支払基金への返還金として、５，１００万９，０００円を計上させていただいて

おります。 
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  以上、まことに簡単ではございますが、議案第５７号 平成２９年度京丹波町介護保険事

業特別会計補正予算（第１号）、事業勘定分につきましての補足説明とさせていただきます。

ご審議賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（野口久之君） 十倉上下水道課長。 

○上下水道課長（十倉隆英君） それでは、議案第５８号 平成２９年度京丹波町下水道事業

特別会計補正予算（第１号）につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の補正予算第１号につきましては、既定の歳入歳出予算額９億２，７５０万円を６１

６万１，０００円減額し、補正後の額を９億２，１３３万９，０００円とすることをお願い

するものでございます。 

  内容といたしましては、４月の人事異動に伴います人件費の精査及び公共下水道施設整備

費における工事請負費について補正をお願いするものでございます。 

  ページをめくっていただきまして、事項別明細書の３ページをお願いいたします。 

  歳入の主な項目について説明のほうをさせていただきます。 

  ４款、１項、１目、繰入金につきましては、歳出予算の減額に伴いそれぞれ農業集落排水

事業分を３３９万８，０００円減額、特定環境保全公共下水道事業分を２４４万２，０００

円減額、浄化槽市町村整備推進事業分を６４万２，０００円減額することとし、合わせて６

４８万２，０００円を減額しております。 

  ５款、１項、１目、繰越金につきましては、平成２８年度決算により前年度繰越金が確定

したことにより１７万９，０００円を減額としております。 

  ６款、１項、１目、雑入につきましては、公共下水道下山処理区内において、支障物件の

移設が必要であり、それに対する移設補償費として５０万円の増額を見込み計上しておりま

す。 

  次に、歳出について説明をさせていただきます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  １款、１項、１目、一般管理費においては、人事異動に伴い給料、職員手当等を精査し、

人件費について７１６万１，０００円の減額としております。 

  ２款、２項、１目、公共下水道施設整備費においては、下山処理区内において、京都府河

川改修に伴います下水道管の支障移設工事費を見込み１００万円を増額することとしており

ます。 

  以上、議案第５８号 平成２９年度京丹波町下水道事業特別会計補正予算（第１号）の補

足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 



 

－２７－ 

  続きまして、議案第５９号 平成２９年度京丹波町水道事業会計補正予算（第１号）につ

きまして、補足説明をさせていただきます。 

  まず、第２条の業務の予定量からですが、平成２８年度の数値が確定したことにより、当

初の予定量から給水件数は８３件減少の６，８６９件を見込み、年間総給水量は６万３，３

２４立方メートル増加の２８０万３，２００立方メートルとし、１日平均給水量は１９４立

方メートル増加の７，６８０立方メートルとしております。 

  次に、第３条収益的収入及び支出の補正につきましては、収入補正額を１，３６３万１，

０００円増額とし、補正後の予算額を１４億７，８９５万円とするものです。支出では、補

正額を９３３万５，０００円増額とし、補正後の予算額を１５億４，８２５万３，０００円

とするものです。 

  第４条の資本的収入及び支出の補正につきましては、ページをめくっていただきまして、

収入補正額を１，５８０万円減額とし、補正後の予算額を１億６，４５８万５，０００円と

するものです。支出では、補正後額を９０万円減額とし、補正後の予算額を６億７，２４１

万７，０００円とし、支出に対して収入が不足する額５億７８３万２，０００円につきまし

ては、開始時現金預金残高１億８，４２６万６，０００円を充当し、その残額３億２，３５

６万６，０００円につきましては、当年度損益勘定留保資金で補塡することとしております。 

  次に、第５条については、特例的収入及び支出についてであり、金額の確定によりそれぞ

れ未収金を２億４，８２３万６，０００円に、未払金を２億５，０２６万７，０００円に改

めるものです。 

  第６条の企業債につきましては、京都府への補助金申請額に基づきまして、起債協議を行

い、３，５１０万円減額し、借入限度額を５，８２０万円に改めるものです。起債の方法、

利率、償還の方法については変更ございません。 

  第７条の予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、営業費用及び営業外費用に

おいて、経費の確保が可能であるため、建設改良費からの流用を不用とするものでございま

す。 

  第８条につきましては、他会計からの補助金、繰入金につきまして、１，３６３万１，０

００円増額し、６億１，９３９万９，０００円に改め、また、出資金を１，９３０万円とす

ることをお願いするものでございます。 

  次に、補正内容についてですが、補正予算に関する説明書１１ページをお願いいたします。 

  収益的収入における２項、営業外収益、３目、他会計補助金について、平成２９年度の繰

入基準に基づき修正を行うこととし、基準内繰入額を２，２２８万７，０００円減額し、ま
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た、営業費用及び資本的収支における現金収支のバランスをとるため、基準外繰り入れによ

り不足額の調整を行うこととし、基準外繰入金を３，５９１万８，０００円増額とし、合わ

せて１，３６３万１，０００円の増額としてお願いするものでございます。 

  １３ページの収益的支出においては、１項、営業費用、４目、総係費について、人事異動

に伴います人件費等について、９３３万５，０００円の増額としております。 

  次に、１７ページの資本的収入についてですが、１項、１目、企業債について、府補助金

交付申請額及び起債協議額に基づきまして、３，５１０万円の減額とし、５項、１目、出資

金につきましては、水道事業債算出基準で総事業費の４分の１相当額が一般会計からの出資

となるため、１，９３０万円を計上しております。資本的支出では、１項、建設改良費、３

目、固定資産取得費において、車両購入費を計上しておりましたが、入札結果を考慮し９０

万円を減額とするものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第５９号 平成２９年度京丹波町水道事業会計補正予

算（第１号）の補足説明とさせていただきます。ご審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（野口久之君） これより暫時休憩をいたします。１０時５０分まで。 

休憩 午前１０時３９分 

再開 午前１０時５０分 

○議長（野口久之君） それでは、休憩前に引き続き会議を続けます。 

  久木会計管理者。 

○会計管理者（久木寿一君） 認定第１号 平成２８年度京丹波町一般会計歳入歳出決算の認

定についてから認定第１６号 平成２８年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定について

まで、それぞれ決算書に沿って主なものを説明いたします。長時間となりますが、よろしく

お願いいたします。 

  なお、先ほどの町長提案理由説明の内容と一部重複する部分がございますので、ご了承く

ださい。 

  それでは、初めに、認定第１号 平成２８年度京丹波町一般会計歳入歳出決算でございま

す。 

  １ページ、実質収支に関する調書をお開きください。 

  平成２８年度一般会計決算額は、歳入総額１１４億７，１３５万６７１円、歳出総額１０

９億７，６７８万３，４５６円で、歳入歳出いずれも前年度に比べ３．９％減となりました。

歳入歳出差引額は４億９，４５６万７，２１５円で、翌年度へ繰り越すべき財源２億５，１



 

－２９－ 

７０万１，０００円を差し引いた実質収支は、２億４，２８６万６，２１５円となりました。 

  なお、平成２８年度の実質収支から平成２７年度の実質収支を差し引いた単年度収支はマ

イナス６，９４３万６，１１０円、これに財政調整基金積立金を考慮しました実質単年度収

支額は９，２８２万４，８９０円となりました。 

  次に、歳入の主なものを説明いたします。 

  １４ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  １款、町税は、１６億８，２４２万６，０２１円で前年度に比べ８．７％の減となりまし

た。町税のうち町民税は、６億２，０１２万４，０１０円で前年度に比べ２２．９％の減と

なりました。この大幅な減少は、平成２７年度に大口の譲渡所得により、一時的な増収があ

ったことが主な要因でございます。固定資産税は、９億１，２２８万８１０円で前年度に比

べ２．７％の増。軽自動車税は、５，７０８万６，０８８円で前年度に比べ１９．０％の増。

町たばこ税は、９，２９３万５，１１３円で前年度に比べ９．１％の減となりました。町税

の収入未済額は、８，５９２万９，６７０円で前年度に比べ１，３１４万６，７７７円の減。

不納欠損額は、１，２０８万４，３１９円で、個人町民税３１人、固定資産税７３人、軽自

動車税２９人について、地方税法に基づき処理いたしました。町税全体の徴収率は、９４．

５％で平成２７年度より０．１ポイント下がりました。現年度分は９８．９％でございます。 

  １６ページにまいります。 

  ２款、地方譲与税は、８，９８５万円で前年度に比べ５．５％の増。 

  ３款、利子割交付金は、２２９万１，０００円で前年度に比べ３４．８％の減。 

  ４款、配当割交付金は、７４６万６，０００円で前年度に比べ２８．４％の減。 

  ５款、株式等譲渡所得割交付金は、４４９万９，０００円で前年度に比べ５５．４％の減

となりました。 

  １８ページ、６款、地方消費税交付金は、２億６，０８５万円で前年度に比べ１３．０％

の減。 

  ７款、ゴルフ場利用税交付金は、６，７８２万５，６２５円で前年度に比べ５．５％の増。 

  ８款、自動車取得税交付金は、２，９００万１，０００円で前年度に比べ５．１％の増。 

  ９款、地方特例交付金は、３８３万６，０００円で前年度に比べ１１．５％の増となりま

した。 

  ２０ページ、１０款、地方交付税は、５２億５，２８８万５，０００円、うち普通交付税

は４６億５，１９５万５，０００円で前年度に比べ１．６％の減。特別交付税は、６，０９

３万円で前年度に比べ１．２％の増となりました。 
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  １１款、交通安全対策特別交付金は、３１０万５，０００円で前年度に比べ１１．３％の

減となりました。 

  １２款、分担金及び負担金は、１，６７２万４，９６９円で前年度に比べ２０．７％の減。

分担金は３７１万１，４７０円、負担金は１，３０１万３，４９９円となりました。 

  ２４ページ、１３款、使用料及び手数料は、３億５，３５１万８，１４５円で前年度に比

べ３．３％の増となりました。 

  飛びまして、３４ページをお願いします。 

  １４款、国庫支出金は、６億８，８３１万９，８４８円で前年度に比べ２１．７％の減と

なりました。 

  減少の主な理由は、平成２７年度においては、京丹波ＰＡと一体的な地域振興拠点整備事

業や防災行政無線整備事業に係る国庫補助金、災害に係る国庫負担金などがあったことによ

るものでございます。 

  また、平成２８年度の特徴としましては、地域創生戦略に基づく交付金として、３７ペー

ジ末尾の事業費に対し２分の１交付される地方創生推進交付金７５１万５，０００円、３９

ページの１０分の１０交付の地方創生加速化交付金６，６４８万１，０００円の収入があり

ました。 

  ４６ページをお願いします。 

  １５款、府支出金は、７億６，５６３万３，４１８円で前年度に比べ６．４％の減となり

ました。 

  ７２ページに飛びまして、１６款、財産収入でございます。１億１，２４３万１，７８４

円で、前年度に比べ１８．９％の増。町有林立木売払収入と南丹・京丹波地区土地開発公社

清算に係る残余財産分配金により大幅な増額となりました。 

  ７６ページ、１７款、寄附金は、２，１５８万８，０００円で前年度に比べ１４．９％の

減。ふるさと応援寄附金が３６７万７２９円減少いたしました。 

  １８款、繰入金は、１億９３０万８，９１０円で前年度に比べ約２．３倍と基金からの繰

り入れにより大幅な増加となりました。この要因は、過疎地域自立促進特別事業基金と平成

２７年度に創設し積み立てを開始したふるさと応援寄附金基金から、それぞれ繰り入れて対

象事業に充当したことによるものでございます。 

  なお、財政調整基金からの繰り入れはありません。 

  ８０ページ、１９款、繰越金は、平成２７年度繰越事業分、２億１３万４，０００円を含

めまして、５億１，２４３万６，３２５円でした。 
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  ２０款、諸収入は、３億６１５万４，６２６円で前年度に比べ１億２，４４６万３，５３

７円、６８．５％の増となりました。この大幅な増加は、主に、５目、雑入の９５ページで

ございますが、後半部分にあります地域スポーツ施設整備助成金１，６００万円と、二酸化

炭素排出抑制対策事業費等補助金９，６００万円によるものでございます。これらは、旧和

知第二小学校屋内多目的グラウンド建築工事に係るスポーツ振興くじ助成金と、地域熱供給

システム整備工事に係る補助金でございます。 

  最後に、９６ページ、２１款、町債です。総額１１億８，１２０万円、前年度に比べ３億

５，０７０万円、２２．９％の減となりました。町債の主なものとしましては、９９ページ、

１目、総務債の合併特例事業債では、旧和知第二小学校屋内多目的グラウンド建築工事に係

る地域交流等拠点整備事業債１億６，４７０万円。過疎対策事業債では、すこやか子育て医

療給付費などソフト事業に係る過疎地域自立促進特別事業債１億１６０万円。地域熱供給シ

ステム整備工事に係る地域資源活用推進事業債１億６，３５０万円。 

  １０１ページ中ほど、７目、教育債、過疎対策事業債の学校施設空調設備整備に係る小学

校施設整備事業債１億７，３３０万円。８目、臨時財政対策債２億９，７７０万円などでご

ざいます。 

  以上、一般会計歳入の説明といたします。 

  続きまして、歳出です。 

  なお、各会計における人件費の状況につきましては、別冊の事業報告書に掲載しておりま

すので、費目ごとの説明は省略させていただきます。 

  まず、１０４ページ、１款、議会費は、９，８０２万８，４２３円で前年度に比べ８．

０％の減となりました。 

  １０６ページ、２款、総務費は、１８億４，９６４万４，８１０円で前年度に比べ１億８，

５８４万５，９１９円、１１．２％の増となりました。この増加は、旧和知第二小学校屋内

多目的グラウンド建築工事と地域熱供給システム整備工事が主な要因でございます。平成２

９年度への繰越額は１，１８３万６，０００円となっております。 

  総務費の主なものとしましては、１項、総務管理費、１目、一般管理費では、１１３ペー

ジ、積立金で、平成２８年度に寄附を受けた１，３７１件、２，１４８万８，０００円をふ

るさと応援寄附金基金に積み立てました。 

  １１４ページからの５目、財産管理費では、新庁舎建設基本計画審議会を設置し、１１５

ページ、委員報酬として４０万８，０００円を支出したほか、１１７ページ、委託料で基本

計画策定支援業務委託料と現況測量業務委託料を合わせて１，０７５万７，８８０円を支出、
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新庁舎建設に向けて取り組みを進めました。 

  同じページ末尾ですが、財政調整基金に１億６，２２６万１，０００円を積み立てました。 

  １１８ページからの６目、企画費では、「日本のふるさと。自給自足的循環社会・京丹

波」を将来像とする第２次京丹波町総合計画を平成２９年３月に策定、１１９ページ、委託

料で、総合計画策定業務委託料として４０３万９，２００円を支出しました。 

  １２１ページ、負担金補助及び交付金で、森の京都博開催と森の京都ＤＭＯ設立に向け合

わせて８５０万円を支出、また、平成２７年度に議論されまとめられた京丹波町における須

知高校のあり方懇話会の意見・提言を受け、須知高校のさらなる活性化と生徒の学力向上、

進路保障などを目的とした須知高校振興対策交付金を創設し、初年度となる平成２８年度は

２０万円を交付しました。 

  ９目、諸費では、１２７ページ、委託料で、和知駅振興委託料２７０万円。グリーンラン

ドみずほ管理運営委託料２，０００万円を支出。工事請負費では、和知駅再生プロジェクト

事業として、和知駅舎改修工事に６１５万円を支出いたしました。 

  １０目、交通対策費では、１２９ページ、バス通学児童の安全確保のための通学バス待機

場整備工事に６２５万３，２００円。町営バス利用促進補助金として１１１件、１２５万２，

５００円を支出。町営バス運行事業特別会計は７，０４０万円を繰り出しました。 

  １１目、地域振興事業費では、１３１ページ、旧和知第二小学校跡地の屋内多目的運動広

場建築工事に１億８，５１３万５，７６０円。負担金補助及び交付金で、質美下村区公民館

新築に係るコミュニティ助成事業補助金１，５００万円を支出いたしました。 

  １２目、電算管理費では、委託料で、電算保守管理委託料１，６４８万４，９６０円など

のほか、情報セキュリティ強靭化対策などのシステム改修委託料４，０８１万４，３８８円

を支出いたしました。 

  １３２ページからの１３目、生涯学習推進費では、第２次男女共同参画計画を平成２９年

３月に策定、これに伴い１３３ページ末尾、計画策定業務委託料４８６万円を支出いたしま

した。 

  １３４ページからの１４目、地域資源活用推進費です。平成２８年１０月５日、本町が農

林水産省など８府省によりバイオマス産業都市に選定されました。選定のもととなった京丹

波町バイオマス産業都市構想では、地域熱供給システムなどの森林資源のフル活用プロジェ

クト、また、食と農とエネルギーの循環プロジェクトを掲げております。そのプロジェクト

の中心となる２つの事業ですが、１つには木質バイオマスエネルギーを活用する仕組みとな

る本町初のモデル事業として、１３７ページ、工事請負費で、地域熱供給システム整備工事
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に２億５，１７４万８，０００円を支出いたしました。また、乳用牛ふん尿の新たな活用方

法として、メタン発酵によるエネルギー化と、消化液を液肥として利用する新たな耕畜連携

の仕組みの構築を目指しまして、平成２８年度から事業化可能性調査を実施しており、１３

５ページに戻っていただきまして、委託料で調査分析業務等委託料３９２万４００円を支出

いたしました。 

  ２項、徴税費、２目、賦課徴収費では、１４１ページ、委託料で、平成３０年度固定資産

税の評価替えに向けた固定資産宅地評価見直し業務委託料６８９万３，６４０円。町内１５

２地点などの標準宅地鑑定評価業務委託料６２４万２，４００円のほか、負担金補助及び交

付金で、京都地方税機構負担金１，１３２万８，７８６円を支出しました。 

  １４２ページからの４項、選挙費は、３目の参議院議員通常選挙の執行経費１，４９９万

３，０８８円が主な支出となりました。 

  次に、１４６ページ、３款、民生費でございますが、２４億１，０６２万５，９９３円で

前年度に比べ２．７％の増となりました。平成２９年度への繰越額は９，７５９万４，００

０円となっています。 

  １項、社会福祉費、１目、社会福祉総務費では、平成２９年度から１０年間を計画期間と

する京丹波町地域福祉計画を策定。１４９ページ、委託料で、計画策定業務委託料３０２万

４，０００円を支出いたしました。 

  １５１ページ、負担金補助及び交付金では、民生児童委員協議会活動補助金、社会福祉協

議会専任職員等補助金、シルバー人材センター運営補助金など各種補助金のほか、臨時福祉

給付金事業として、年金生活者等支援臨時福祉給付金８，０８５万円と、簡素な給付措置給

付金１，０１６万７，０００円を延べ６，０８４人に支給いたしました。繰出金では、国民

健康保険事業特別会計へ１億８，０９９万２，６７８円を繰り出しました。 

  ３目、障害者福祉費では、１５３ページ、委託料で、共同作業所運営委託料２，３９２万

２，０００円を初め、障害者の地域生活をサポートする各種事業の委託料や平成３０年度か

ら第５期障害福祉計画策定に向けた業務委託料など、合計６，３１０万２，５５７円を支出。 

  １５５ページ、末尾からの扶助費では、障害者自立支援給付費や医療給付費など、合計４

億６，０７５万１，２４５円を支出いたしました。 

  ４目、老人福祉費では、１５７ページ、委託料で、在宅高齢者の生活を支援する外出支援

サービスや食の自立支援サービスなどの事業委託料、合計２，５８６万６６９円を支出いた

しました。 

  １５９ページ、負担金補助及び交付金では、後期高齢者医療広域連合に対しまして、後期
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高齢共通経費負担金６２９万１，８９８円と、後期高齢医療給付費負担金２億６６１万１，

７９３円を支出したほか、介護施設等整備補助金として、認知症対応型デイサービスセンタ

ーの整備に対し１，１３０万円。介護従事者の負担軽減のための介護ロボット導入に対し７

１３万７，０００円を交付いたしました。 

  １６１ページ、繰出金では、合計４億３，５８０万８，４６６円を支出。そのうち介護保

険事業特別会計事業勘定と老人保健施設サービス勘定へ合わせて３億６，２２３万２，４３

２円。後期高齢者医療特別会計へ事務費分、保険基盤安定分、保健事業分合わせて７，３５

７万６，０３４円を繰り出しました。 

  ２項、児童福祉費は、総額５億６，４６２万８，５６４円を支出しました。主なものは、

報償費のすこやか祝金７００万円。１６３ページ、委託料のファミリー・サポート・センタ

ー事業委託料５００万円などでございます。 

  １６５ページ、扶助費では、すこやか子育て医療給付費、京都子育て医療給付費、高校生

等医療給付費のほか、児童手当、障害児通所給付費等扶助費など、合計２億９５０万２，４

９６円を給付いたしました。 

  ３目、保育所費では、保育所の運営に要する経費として、総額３億１，７７０万１，００

５円を支出いたしました。 

  次に、１７０ページ、４款、衛生費でございますが、１５億６，６７６万８，４７４円で

前年度に比べ０．１％の減となりました。平成２９年度への繰越額は１６９万９，０００円

となっております。 

  １項、保健衛生費では、特定健診を初めとする各種検診、健康相談事業、各種予防接種事

業に係る経費として、総額６億７，４５７万４，６２７円を支出いたしました。 

  １７６ページからの４目、環境衛生費では、平成２８年度から５カ年を計画期間とする京

丹波町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定。１７７ページ、委託料で、計画策定

業務委託料４８６万円を支出いたしました。 

  １７９ページ、負担金補助及び交付金で、補助対象となった個人設置の浄化槽１５基に対

する設置補助金５０６万２，０００円。住宅用太陽光発電システム設置補助金１８件、２０

３万８，０００円。さらに平成２８年度に創設した太陽光発電システムと蓄電設備を同時に

設置する経費に対する補助制度、家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金を３

件、１００万９，０００円交付いたしました。下水道事業特別会計への繰出金は浄化槽市町

村整備推進事業分４，９４４万４，０００円でございます。 

  ５目、診療費では、医師、看護師の確保のため医師住宅の建築を計画しており、平成２８
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年度は医師住宅確保基本計画を策定。１７９ページ末尾、業務委託料として１９３万７，５

２０円を支出いたしました。 

  １８１ページ、負担金補助及び交付金で、医療施設の運営に係る経費として、南丹病院負

担金１，６４２万７，０００円。病院と各診療所の運営に係る病院事業会計運営補助金２億

４，３７１万４，０００円を支出。また、病院診療所各施設に係る公債費、長期償還利子分

の補助金１，６７９万１，４９２円と元金分の出資金８，１１０万４，０７６円を支出しま

した。 

  衛生費から支出の船井郡衛生管理組合に対する分担金は、１７３ページに戻りますが、火

葬場維持管理分７８３万９，０００円。また、１８３ページに戻っていただきまして、塵芥

処理分１億４，０６７万１，０００円とし尿処理分１億２５０万円で、総額２億５，１０１

万円でございました。 

  ３項、上水道費では、水道事業特別会計へ６億９０４万４，０００円を繰り出しました。 

  次に、１８４ページ、６款、農林水産業費は、１３億３，９１６万３，０５３円で前年度

に比べ４．８％の増となりました。平成２９年度への繰越額は３億８，１７５万２，０００

円となっています。 

  １項、農業費は、１１億６，１０２万３，６２８円の支出で、主なものといたしまして、

１８８ページからの３目、農業振興費ですが、有害鳥獣対策事業では、報償費で、シカ２，

４４０頭、イノシシ５９５頭など、捕獲に対する有害鳥獣捕獲報償金５，８１５万４，００

０円。狩猟期のシカ３６７頭の捕獲に対するシカ捕獲強化事業奨励金１１６万７，０００円。

１９１ページ、委託料で、京丹波町猟友会への有害鳥獣捕獲委託料２００万円。鳥獣被害防

止緊急捕獲等対策事業委託料３６１万８，０００円。１９３ページ、負担金補助及び交付金

で、電気柵設置など４４カ所の有害鳥獣被害防止施設設置事業補助金１，３３７万円など、

有害鳥獣対策事業全体で８，６４４万５，０２９円を支出。前年度に比べ、約１，１５０万

円増加いたしました。 

  このほか１９３ページ、負担金補助及び交付金で、農業の生産条件が不利な地域における

農業生産活動を継続するための中山間地域等直接支払交付金１億９８０万７，１０９円。農

地維持・資源向上のための多面的機能支払交付金９，６０６万５，５１６円。１９５ページ、

明日のむら人移住促進事業補助金として、住宅改修支援など空き家を活用した移住促進対策

に５５７万２，０００円。認定農業者等確保・育成事業補助金として、１３人の農業機械等

の導入に対し１，５８５万６，０００円。６次産業向け体制整備の事業補助金として、ネギ、

ジネンジョの生産・販売に係る施設整備に対し６５２万５，０００円を交付いたしました。 
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  ４目、畜産業費では、鳥インフルエンザ発生農場跡地活用事業として、１９７ページ、委

託料で、映画等ロケ地に係る測量設計などの業務委託料１，２１７万１，６００円を支出。

工事請負費で、跡地解体工事として、平成２８年度繰越分を合わせて５，０３４万４，４０

０円を支出いたしました。耕畜連携事業である堆肥による土づくり事業補助金は６３４万７，

１６０円でございます。 

  ５目、農地費では、１９９ページ、委託料で、坂原地内のため池、稲荷池改修工事実施設

計委託料など１，３２７万３，２００円。負担金補助及び交付金で、農林漁業事業補助金と

して、農道舗装や農業用水路改修など１８地区、２６カ所に対し、１，５３１万１，０００

円を交付いたしました。 

  ２０１ページ繰出金では、下水道事業特別会計へ農業集落排水事業分として２億７５９万

３，０００円を繰り出ししております。 

  ７目、農村情報施設管理費では、２０３ページ、委託料で、ケーブルテレビ設備保守点検

管理等委託料、施設維持管理委託料、インターネット接続委託料を主なものとしまして、合

わせて１億３，６０１万８，３０３円を支出。２０５ページ、工事請負費で、ケーブルテレ

ビ告知放送システム関連のサーバー更新工事に２，９９８万８，３６０円を支出いたしまし

た。 

  次に、林業費です。支出総額は１億７，６４６万２，４２５円で、主なものとして、２目、

林業振興費では、２０９ページ、委託料で、公有林整備事業として、安栖里鐘打山の町有林

の皆伐・原木運搬・売払い、その他町有林の間伐などに合わせまして２，６７７万１，７６

５円。工事請負費で、林道開設工事として、森林管理道塩谷長谷線の第７工区の前払金と第

８工区分、合わせて５，６９２万１，１６０円を支出いたしました。 

  ２１１ページ、負担金補助及び交付金で、林業振興対策推進助成金１，０００万円を京都

府の豊かな森を育てる府民税市町村交付金を充当して支出。豊かな森を育てる交付金事業と

して、山の日制定記念の森造成事業や森林資源活用モデル事業などを実施いたしました。 

  ２１２ページ、７款、商工費は、１億９，４１４万２，５３１円で前年度に比べ１３．

４％減となりました。この減少は平成２７年度に地域創生プレミアム商品券補助金があった

ことが主な要因でございます。平成２９年度への繰越金は３，２６３万４，０００円となっ

ております。 

  ２目、商工振興費では、２１５ページ、委託料で、起業・新産業育成事業として起業セミ

ナーを開催、その委託料として６４万８，０００円。また、買い物支援としてワゴン車を購

入し、買い物支援バスの運行を開始、運行委託料１３４万２，４００円と車両購入費３１１
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万４，４００円などを支出いたしました。負担金補助及び交付金では、商工会小規模事業経

営支援事業２，０４１万７，０００円。町独自施策の中小企業信用保証料補給金は１４件、

２２１万６，３６４円。それと、同じく、町独自施策の営業資金融資利子補給金は４１件、

１３６万２，７０２円でございました。また、防犯カメラ・防犯灯等設置補助金として、本

庄商栄会と桧山繁栄会に合わせて２９２万６，０００円を交付いたしました。 

  ３目、観光費では、２１７ページの委託料で、道の駅「京丹波 味夢の里」関連では、モ

ニタリング委託料５９７万２，４００円。情報発信機器デジタルサイネージのコンテンツ作

成委託料４６４万１，０００円。京丹波ＰＡゴミ処理委託料３４１万５，５００円などを支

出いたしました。 

  前後いたしますが、地方創生加速化交付金の採択を受けて実施した平成２８年度繰越分に

なりますが、企画運営委託料２，７５７万６，８００円のうち、京丹波町ロケ地誘致事業と

して２，０９８万１，０００円を支出。ロケ地活用調査、ロケーションオフィス立ち上げ、

ロケ弁開発などを実施いたしました。また、和知力醸成によるにぎわいとふるさと創生事業

といたしまして、調査分析業務等委託料６７７万９，１６０円などを支出。周遊観光ルート

の造成やレンタサイクル構築、駅前商店街等活性化調査、起業家誘致などに取り組みました。 

  ２１９ページ、工事請負費で、町有施設維持改修等整備工事に３９６万２，５２０円を支

出。京都府の森の京都市町村支援事業交付金を活用しまして、ウッディパルわちの外壁塗装

工事を実施いたしました。 

  次に、２１８ページ末尾からの８款、土木費は、８億３，４５１万５，７２１円で前年度

に比べ２億８，３５１万９，８８４円、２５．４％の大幅な減となりました。減少の要因は、

道路新設改良工事の減少によるものです。平成２９年度への繰越額は２億５，７４９万３，

０００円となっております。 

  ２２４ページからの２項、道路橋りょう費、２目、道路維持費では、２２５ページ、委託

料ですが、平成２８年度は例年にない大雪に見舞われ、道路除雪委託料は前年度に比べ約１，

６００万円増の１，９９１万１９６円となりました。工事請負費では、町道７０路線の舗装

等の維持修繕工事と６路線の交通安全施設設置工事を行い、合計４，５８５万４，６４０円

支出をいたしました。 

  ２２７ページ、負担金補助及び交付金の１行目、認定外道路整備事業補助金として、１２

の区などに対し５１８万８，０００円を交付いたしました。 

  ３目、道路新設改良費では、委託料で、測量設計監理業務等委託料として、町道等の改良

に係る測量設計、橋りょう点検、土地鑑定評価などに７，６８３万２，０００円を支出。工
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事請負費は２億５，６１０万８，８００円を支出し、社会資本整備総合交付金や電源立地地

域対策交付金を活用した道路整備と町単独事業を合わせて２０件、総延長３，１３３メート

ルの改良工事を実施いたしました。 

  ２２８ページ、３項、河川費、１目、河川総務費では、各地区でお世話になった河川除草

作業、いわゆる川刈りの謝礼８１０万４，０５６円のほか、１１河川の修繕工事や浚渫に１，

７８９万２００円を支出しました。 

  ２３０ページ、５項、下水道費では、下水道事業特別会計へ特定環境保全公共下水道事業

分として、２億２，５３８万１，０００円を繰り出しました。 

  ６項、住宅費では、２３３ページ、負担金補助及び交付金で、住宅改修補助金８０件、６

０８万７，０００円を支出。補助対象となった改修工事費は１億３５万１，６５６円でござ

いました。施工業者は、町内事業者が対象となっておりまして、この補助制度によりまして

町内でお金が循環するといった経済効果があられております。 

  次に、９款、消防費は、３億７，７１８万７，３３０円で前年度に比べ２億９，４６３万

２，４４６円、４３．９％の大幅な減となりました。この減少は、平成２７年度に防災行政

無線整備事業があったことが主な要因です。 

  １目、常備消防費では、京都中部広域消防組合負担金２億７，９１０万６，０００円を支

出。２目、非常備消防費では、団員報酬１，７１３万３，０００円。また、退団者に対して

消防団員退職報償金１，９０４万９，０００円を支出しました。 

  なお、平成２９年３月３１日現在の消防団員は８１３人でございます。 

  ２３６ページ、４目、防災費では、防災備蓄備品として飲食物、非常用毛布、おむつなど

の購入に１７２万４，８１４年を支出いたしました。 

  次に、２３８ページ、１０款、教育費は、９億３，７７６万３４２円で前年度に比べ１０．

４％の増となりました。 

  １項、教育総務費では、教育委員会費、事務局経費、学童保育事業、認定こども園開設準

備に係る経費、育英資金給付事業特別会計への繰り出しなどに総額１億７，７０４万６０６

円を支出いたしました。 

  ２４４ページからの２項、小学校費では、３億２，９０８万３，４７１円を支出いたしま

した。 

  １目、学校管理費では、小学校空調設備整備工事と屋内体育施設非構造部材等耐震改修工

事を実施。２４５ページの委託料、測量設計業務等委託料で、両工事の監理業務などに８３

５万８，１２０円。２４７ページ、工事請負費で、両工事を主なものとして２億４４９万７，
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１３６円を支出いたしました。 

  ２４８ページからの２目、教育振興費では、賃金で学習支援教員、読書指導員等の雇用賃

金１，４４３万９，７８０円を支出。扶助費で、要保護・準要保護及び特別支援の就学奨励

として５４６万１，９６３円の就学援助を行いました。 

  ２５０ページからの３項、中学校費では、１億４，６０１万３，０９９円を支出しました。

１目、学校管理費の２５１ページ、委託料で、屋内体育施設非構造部材等耐震改修工事の設

計監理業務の蒲生野中学校校舎棟トイレ改修工事実施設計業務に合わせて３３４万２，６０

０円。２５３ページ、工事請負費で、屋内体育施設非構造部材等耐震改修工事を主なものと

して２，６８７万６，６６４円を支出いたしました。 

  ２５４ページからの２目、教育振興費では、外国語指導助手、学習支援教員、読書指導員

等を配置し、生徒の学力向上などの取り組みを進めました。 

  また、２５７ページ、負担金補助及び交付金では、秋田県で開催の全日本中学生ホッケー

選手権大会や和歌山県での近畿大会への出場補助金のほか、クラブ活動等補助金など、合計

７２８万２，５５２円を支出。扶助費では、要保護・準要保護及び特別支援の就学援助費と

して７７６万２２６円の就学援助を行いました。 

  ２６２ページからの５項、社会教育費、１目、社会教育総務費では、２６３ページ、負担

金補助及び交付金で、社会教育の充実・推進を図るため女性の会や人権啓発推進協議会など、

８団体に対し３２３万２，０００円を補助金等として交付しました。また、平成２８年度か

らは、京丹波「森のまなび」推進事業を新設し、本町が持つ豊かな森林資源や自然環境を生

かした教育を推進しております。 

  ２目、公民館費は、４，３１５万２、４００円。２６７ページ、工事請負費の中央公民館

の非常放送設備とエアコン改修工事３４２万９，０００円を初め、公民館活動や施設の維持

管理経費などを支出いたしました。 

  ２６８ページからの６項、保健体育費では、１目、保健体育総務費で、２０２０年東京オ

リンピック・パラリンピックのホストタウン登録や３カ国の事前合宿誘致に向けた取り組み、

ホッケーを初め各種スポーツの競技力向上、本町特有の地形や景観を生かしたノルディック

ウオーキング教室の開催など、生涯スポーツの推進、体育施設の管理に合計２，６２７万６，

８７１円を支出いたしました。 

  ２７２ページからの７項、学校給食費では、人件費、賄材料費を主なものとしまして、全

体で１億３，６５６万６，４４２円を支出いたしました。 

  ２７４ページ、１１款、災害復旧費は２，８０６万２，８１３円で前年度に比べ８３．
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４％の大幅な減となりました。平成２９年度への繰越額は４，３７８万６，０００円となっ

ております。 

  ２７６ページ、１２款、公債費は、１３億４，０８３万３，５０２円で前年度に比べ８，

１９５万６，８３２円、５．８％の減となりました。 

  最後に、１３款、予備費では、１，１６５万９，０００円を総務費、消防費、教育費、災

害復旧費にそれぞれ充用いたしました。 

  以上で、一般会計の説明を終わります。 

  次に、認定第２号 平成２８年度京丹波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算でござ

います。 

  ２８０ページをお願いします。 

  歳入総額２２億６，４６１万４，７９６円で前年度に比べ５．４％の減。歳出総額２１億

９，１３８万７，１８４円で前年度に比べ８．２％の減となりました。歳入歳出差引額は７，

３２２万７，６１２円。翌年度への繰り越すべき財源７４万２，０００円を差し引いた実質

収支額は７，２４８万５，６１２円となりました。平成２９年度への繰越額は、健康管理セ

ンター事業費の７４万２，０００円となっております。 

  ２８９ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款、国民健康保険税は、３億３，９３３万６，８２９円で前年度に比べ３．９％の減と

なりました。徴収率は、現年度分で９６．２％、過年度分で２６．２％となり、前年度と比

較して現年度分１．０ポイント上昇、過年度分で３．３ポイントの上昇をいたしました。 

  なお、地方税法の規定に基づき、５８人分、１，６２３万４，３３３円を不納欠損として

処理いたしました。 

  ２９１ページ、３款、国庫支出金は、４億３４４万８，６３４円で前年度に比べ１９．

６％の減。 

  ２９３ページ、４款、療養給付費交付金は、６，４７６万４，３１７円で前年度に比べ１

８．７％の減。 

  ２９５ページ、５款、前期高齢者交付金７億３，１４８万３，３３６円で前年度に比べ１

２．０％の増。 

  ６款、府支出金は、１億１，９６９万９，２７４円で前年度に比べ１１．６％の減。 

  ７款、共同事業交付金は、４億９４７万３，３９５円で前年度に比べ１１．７％の減。 

  ２９７ページ、９款、繰入金は、一般会計からの繰入金１億８，０９９万２，６７８円で
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前年度に比べ２．１％の増となりました。 

  なお、国保財政調整基金からの繰り入れはありません。 

  続いて、歳出です。 

  ３０７ページからの２款、保険給付費は、１３億５，５４８万９，０６３円で前年度に比

べ１０．０％の減となりました。療養給付費における一般被保険者数の年間平均は４，０９

６人。１人当たりの医療費は３７万６，０３５円で前年度に比べ１万９，４６７円の減。退

職被保険者数の年間平均は１３４人。１人当たりの医療費は４４万８８１円で前年度に比べ

６万６，４８０円の増となりました。 

  ３１１ページ、３款、後期高齢者支援金は、事務費を含め２億２，９０８万６，７１３円

で前年度に比べ８．４％の減。 

  ３１３ページ、６款、介護納付金は、６，８７３万２，４４６円で前年度に比べ１３．

４％の減。 

  いずれも前々年度分の確定に伴い清算分が差し引かれたことによる減少でございます。 

  ７款、共同事業拠出金は、４億５，６２５万１，４１２円で前年度に比べ０．１％の減。 

  ３１５ページ、８款、保健事業費は、３，２３８万３，８９０円で前年度に比べ４．５％

の減となりました。 

  ３１８ページの人間ドック助成金６３９万２，６５８円や特定健診、保健指導などに係る

一般会計繰出金３８９万２，１４８円などが主なものでございます。 

  ３１９ページ、１１款、諸支出金は、３，１６２万３，４５７円で前年度に比べ２５．

２％の減となりました。主なものとして、平成２７年度分の国・府支出金等の返還金１，５

６２万４，２５７円がありました。 

  ３２１ページ、３項、繰出金では、京丹波町病院事業会計への繰出金１，４２６万９，０

００円を支出いたしました。内訳は、和知診療所のへき地診療所運営分に９８４万１，００

０円。和知歯科診療所のへき地診療所運営分に１８０万７，０００円。また、和知歯科診療

所分のデジタルＸ線診断システム更新分に２６２万１，０００円となっております。 

  以上、国民健康保険事業特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第３号 平成２８年度京丹波町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算でござい

ます。 

  ３２３ページをお願いいたします。 

  歳入総額２億１，９０９万３，２８５円、歳出総額２億１，６４２万１，６８８円で、歳

入歳出ともに前年度に比べ６．５％の増。歳入歳出差引額、実質収支額ともに２６７万１，
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５９７円となりました。 

  ３２８ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入です。 

  １款、保険料は、特別徴収、普通徴収を合わせて１億４，１４２万２，９３２円、前年度

に比べ９．２％の増となりました。過誤納付の保険料を除いた現年度分の実質徴収率は９９．

７％となりました。 

  なお、高齢者の医療の確保に関する法律第１６０条の規定に基づき、２人分、１９万７，

４３０円を不納欠損として処理いたしました。 

  ３款、繰入金は、一般会計からの繰入金７，３５７万６，０３４円で、事務費繰入金２２

８万４，１３４円、保険基盤安定繰入金７，０９６万９，３２１円を収入したほか、３３１

ページの保健事業費繰入金では、人間ドックに対する広域連合からの助成が９割から７割に

変更となったため、その差額分の３２万２，５７９円を繰り入れております。 

  ３３４ページからの歳出でございます。 

  ２款、後期高齢者医療広域連合納付金では、平成２８年度分の保険料負担金として１億４，

１４１万６，４９２円、保険基盤安定負担分として７，０９６万９，３２１円を支出いたし

ました。 

  ３３６ページ、３款、保健事業費では、人間ドック助成金４７件、１５３万７，７０３円

を支出いたしました。 

  以上、後期高齢者医療特別会計の説明といたします。 

○議長（野口久之君） これより暫時休憩をいたします。午後は１時１５分からいたしますの

で、よろしくお願いします。 

休憩 午前１１時４８分 

再開 午後 １時１５分 

○議長（野口久之君） それでは休憩前に引き続き会議を続けます。 

  久木会計管理者。 

○会計管理者（久木寿一君） それでは、説明を続けさせていただきます。 

  次に、認定第４号 平成２８年度京丹波町介護保険事業特別会計事業勘定分の歳入歳出決

算でございます。 

  ３３８ページをお願いいたします。 

  歳入総額２２億５９万９，４５２円で前年度に比べ３．２％の増。歳出総額２１億２，０

４５万７，４３９円で前年度に比べ３．９％の増。歳入歳出差引額、実質収支額ともに８，
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０１４万２，０１３円となりました。 

  介護保険の状況でございますが、平成２９年３月末で第１号被保険者５，９６５人、総人

口に占める割合は４０．４％となりました。 

  また、要介護認定者数は、第１号・第２号被保険者を合わせまして１，０９７人、居宅介

護サービス受給者は６０１人で、認定者の５４．８％、施設介護サービス受給者は２８１人

で、認定者の２５．６％となりました。 

  ３４５ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入です。 

  １款、保険料は、第６期介護保険事業計画に基づく算定によりまして、４億１，８４０万

８００円の収入。前年度に比べ１．８％の増となりました。過誤納付保険料を除いた現年分

の実質徴収率は９９．０％となりました。 

  また、不納欠損ですが、介護保険法第２００条の規定に基づき８０人分、３３２万５，５

１５円を不納欠損として処理いたしました。 

  ３款、国庫支出金は５億４，４１１万９，６６２円を、３４７ページ、４款、支払基金交

付金は５億５，９３７万２，１５７円を、５款、府支出金は３億１，２１８万２，２２８円

をそれぞれ収入いたしました。 

  ３４９ページ、７款、繰入金は、２億７，５０３万２，４３２円で、一般会計から介護給

付費や地域支援事業の負担分、低所得者に対する保険料軽減措置分などを繰り入れました。 

  次に、歳出です。 

  ３５５ページ、２款、保険給付費は、１９億４，０４９万１，９１３円で、１項、介護サ

ービス等諸費では、１目、居宅介護サービス給付費が前年度に比べ約１億２，５０５万円減

の５億５，２７９万１，７７９円。２目、地域密着型介護サービス給付費は、前年度に比べ

約１億２，１３８万円増の２億６，４６２万１，６９５円。３目、施設介護サービス給付費

は、前年度に比べ約１，７７４万円増の８億２，１８８万１，１８４円などとなりました。

特に、地域密着型サービスは、制度創設された地域密着型通所介護などにより支出が増加す

る状況にあります。 

  ３５７ページ、２項、介護予防サービス等諸費は４，１４９万６，４６５円。３５９ペー

ジ、５項、特定入所者介護サービス等費は１億１，９８４万９，５７９円の支出となりまし

た。 

  ３５９ページ末尾からの３款、地域支援事業費では、高齢者ふれあい・いきいきサロンや

地域ボランティア養成等の事業、また、平成２８年３月から開始した介護予防・日常生活支



 

－４４－ 

援事業、いわゆる総合事業の基準緩和型の通所型サービスであるミニデイサービス事業や、

従来の介護予防訪問事業、通所介護の現行相当サービスに係る委託料など、介護予防事業に

総額４，５３１万４，６５５円を支出いたしました。 

  以上、介護保険事業特別会計事業勘定分の説明といたします。 

  次に、平成２８年度介護保険事業特別会計サービス事業勘定分の歳入歳出決算でございま

す。 

  ３６９ページをお願いします。 

  歳入総額８６０万５，２３７円で前年度に比べ１１．４％の増。支出総額５７２万５，３

８７円で前年度に比べ２．９％の増となりました。歳入歳出差引額、実質収支額ともに２８

７万９，８５０円となりました。 

  ３７４ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款、サービス収入は６４４万８，３６０円となりました。従来からの居宅支援サービス

計画費収入は、委託、直営件数を合わせまして１，３４４件、５９０万８，３６０円。平成

２８年度から創設されました総合事業に係る直営分のサービス計画収入は１２０件、５４万

円でございました。 

  ３７６ページからの歳出は、２款、事業費が主なもので、介護予防サービス計画作成委託

料として、町内８、町外３の事業所に３８７万１，９００円を支出いたしました。 

  以上、介護保険事業特別会計サービス事業勘定の説明といたします。 

  次に、平成２８年度介護保険事業特別会計老人保健施設サービス勘定の歳入歳出決算でご

ざいます。 

  ３７８ページをお願いいたします。 

  歳入総額１億６，７８８万１，９５４円で前年度に比べ２．４％の増。歳出総額１億６，

６８１万１，３８７円で前年度に比べ２．５％の増。歳入歳出差引額、実質収支額ともに１

０７万５６７円となりました。利用状況でございますが、入所の利用者数が延べ４，８５２

人で、前年度に比べ８４３人の増。１日当たりの介護報酬は１３万７，９５８円。前年度に

比べ１万９，９８３円の増となりました。 

  ３８３ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入です。 

  １款、サービス収入は、居宅介護１，１８０万２，４８４円、施設介護５，０３５万４，

８２１円などを合わせ、７，８０３万１，０７３円の収入となりました。 



 

－４５－ 

  ３８５ページ、３款、繰入金は、前年度に比べまして４８０万円少ない８，７２０万円を

一般会計から繰り入れました。平成２８年度は、施設入所の利用率が上がったことによりサ

ービス収入が増加、これに伴い一般会計繰入金が減少したものでございます。 

  次に、３８７ページからの歳出でございます。 

  １款、総務費では、医師・看護師介護支援専門員等の人件費及び施設運営経費として１億

４，８９０万９，０８５円を支出いたしました。 

  ３８９ページ、２款、介護サービス事業費では、医薬材料費、給食業務委託料、機器物品

等借上料など１，７９０万２，３０２円を支出いたしました。 

  以上、簡単ではございますが、介護保険事業特別会計老人保健施設サービス勘定の説明と

いたします。 

  続きまして、認定第５号 平成２８年度京丹波町水道事業特別会計歳入歳出決算でござい

ます。 

  この水道事業につきましては、平成２９年４月１日から地方公営企業法を適用することに

あわせまして、平成２９年３月３１日で打ち切り決算を行い特別会計を廃止いたしました。

打ち切り決算に伴う未収金は２億４，８２３万６，７２５円、未払金は２億４，９９３万７，

５３９円で、資産を含め水道事業特別会計を水道事業会計へ引き継ぎました。 

  それでは、説明に入ります。 

  ３９３ページをお願いいたします。 

  歳入総額１５億７，９３０万７，４３９円で前年度に比べ１．０％の増。歳出総額１３億

９，５０４万７６１円で前年度に比べ９．１％の減となりました。歳入歳出差引額は１億８，

４２６万６，６７８円。翌年度へ繰り越すべき財源１，８００万円を差し引いた実質収支額

は１億６，６２６万６，６７８円となりました。平成２９年度への繰越額は水道管移設工事

２件分、１，８００万円となっております。平成２８年度末の給水件数は６，８６９件、給

水人口は１万４，７１５人でございます。 

  ３９８ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款、分担金及び負担金、１項、分担金は、新規加入３１件、口径変更１件で、７３０万

８００円、前年度に比べ５０．０％の減となりました。 

  ２款、使用料及び手数料、１項、使用料は、４億８，０４１万７，６５４円で前年度に比

べ５．９％の減。３月３１日の打ち切り決算時点における現年度分の徴収率は９０．６％で

ございました。 



 

－４６－ 

  ３９８ページ末尾からの４款、府支出金は、交付決定を受けた生活基盤施設等耐震化補助

金とふるさとの水確保対策事業費補助金、合わせて１億７３９万４，２００円につきまして、

３月３１日に打ち切り決算したため、この時点で収入はゼロとなっております。 

  ４００ページ、６款、繰入金では、一般会計から６億９０４万４，０００円、水道事業基

金から９１９万１４２円を繰り入れました。 

  ８款、諸収入では、４０３ページ、還付金で、平成２７年度分消費税確定申告に伴う消費

税等還付金８８３万１，２００円がありました。 

  ９款、町債は、簡易水道事業債と過疎対策事業債、合わせて４億３，２７０万円でした。 

  次に、４０４ページからの歳出でございます。 

  １款、水道管理費は、人件費と水道施設の光熱水費、修繕料、医薬材料費などの維持管理

経費を初め、４０７ページの委託料で、施設維持管理委託料、保守委託料、水質検査委託料

などのほか、平成２９年度からの水道事業の公営企業法適用に向けた調査等の委託料１，３

６０万２，６００円と、経営変更認可申請図書作成委託料１，２４４万１，６００円を支出

いたしました。 

  工事請負費では、水道管移設工事として、府道広野綾部線道路改良に伴う水道管移設工事

ほか２件で２２４万４，２４０円。維持補修工事として、機械設備や漏水修繕、メーター取

りかえなど１３１件、９，５５５万１，７６１円を支出いたしました。 

  ４０８ページ、２款、施設費、１目、水道施設費では、丹波・瑞穂地区の統合簡易水道整

備工事１億６，６５６万５，２８０円を主なものとして、全体で１億６，７３０万８，１１

１円を支出。 

  ２目、簡易水道施設費では、和知地区の統合簡易水道工事８，１７３万６，７２０円を主

なものとして、全体で１億１，６４８万７，０４０円を支出いたしました。 

  ３款、公債費では、元金利子合わせて６億７，５０７万１，７１３円を償還いたしました。 

  以上、水道事業特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第６号 平成２８年度京丹波町下水道事業特別会計歳入歳出決算でございます。 

  ４１２ページをお願いします。 

  歳入総額９億９５３万４，８２４円で、前年度に比べ２．６％の減。歳出総額８億９，９

３１万３，６９０円で、前年度に比べ３．３％の減となりました。歳入歳出差引額は１，０

２２万１，１３４円、翌年度へ繰り越すべき財源１，０００万円を差し引いた実質収支額は

２２万１，１３４円となりました。平成２９年度への繰越額は１，０００万円となっており

ます。 



 

－４７－ 

  京丹波町の下水道の状況でございますが、施設使用率は９２．２％で、前年度より０．２

ポイント上昇しました。浄化槽は整備率７３．６％で、前年度より０．３ポイント伸びまし

た。 

  それでは、４１７ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入です。 

  １款、分担金及び負担金では、新規加入分担金として、農業集落排水事業７件、特定環境

保全公共下水道事業２件、合計１，０３６万８，０００円を収入いたしました。 

  ２款、使用料及び手数料、１項、使用料は、各事業合わせて２億６，２４０万９，６８４

円、前年度に比べ１．０％の増となりました。現年度分の徴収率は９８．２％でございます。 

  ４２１ページ、６款、繰入金では、一般会計からそれぞれの事業に総額４億８，２４１万

８，０００円を繰り入れました。 

  ４２３ページ、９款、町債は、１億４，８８０万円でした。 

  次に、４２５ページからの歳出です。 

  ２款、下水道費は、３億２，００１万６７４円を支出。 

  主なものとして、１項、農業集落排水費では、１目、施設整備費、工事請負費で、町道改

良に伴う管路移設工事と公共枡改修宅内ポンプ施設工事を合わせて４５８万６，７６０円を

支出。 

  ４２７ページ、２目、施設管理費では、委託料で、施設の維持管理に係るものとして、船

井郡衛生管理組合などに５，８５２万８，９１０円を支出いたしました。 

  ４２９ページからの２項、公共下水道費では、１目、施設整備費委託料で、下山処理区藤

ケ瀬橋下水道管移設設計業務委託料３４８万８，４００円。工事請負費で、瑞穂処理区中継

ポンプ制御盤本設工事に２９４万８，４００円を支出いたしました。 

  ２目、施設管理費の４３２ページ、委託料では、汚泥脱水業務など維持管理に係る委託料

として、船井郡衛生管理組合などに５，９０９万７，５９１円を支出いたしました。 

  ３項、浄化槽市町村整備推進施設費の４３４ページ、委託料では、施設の維持管理に係る

清掃委託料と保守点検委託料として、船井郡衛生管理組合などに９，６１６万１，４４４円

を支出いたしました。 

  ３款、公債費では、元金利子合わせて５億４，８９８万６，７９０円を償還いたしました。 

  以上、下水道事業特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第７号 平成２８年度京丹波町土地取得特別会計歳入歳出決算です。 

  ４３５ページをお願いいたします。 



 

－４８－ 

  歳入総額１６万８，０８７円。歳出総額１６万８，０００円で、歳入歳出差引額、実質収

支額ともに８７円となりました。 

  ４４０ページ、事項別明細書、歳入では、１款、財産収入で、土地開発基金利子１６万８，

０８７円を収入し、４４２ページ、歳出で、土地開発基金に１６万８，０００円を繰り出し

ました。 

  以上、土地取得特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第８号 平成２８年度京丹波町育英資金給付事業特別会計歳入歳出決算でござ

います。 

  ４４４ページをお願いいたします。 

  歳入総額、歳出総額いずれも２７４万５，０００円で、形式収支、実質収支ともにゼロ円

となりました。 

  ４４９ページ、事項別明細書、歳入では、３款、繰入金で、一般会計から１３６万５，０

００円を、育英基金から１３６万５，５１０円をそれぞれ繰り入れました。 

  ４５１ページ、歳出では、２款、育英費から２５人に対しまして２７３万円を給付、内訳

は、大学生１２人、専門学校生１人、高校生１２人でございます。 

  以上、育英資金給付事業特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第９号 平成２８年度京丹波町町営バス運行事業特別会計歳入歳出決算でござ

います。 

  ４５３ページをお願いいたします。 

  歳入総額９，６２６万４，９３５円、歳出総額９，５９３万７７２円で、いずれも前年度

と比べ９．０％の減。歳入歳出差引額、実質収支額ともに３３万４，１６３円となりました。

平成２８年５月から道の駅和線を新設し、１３路線として運行いたしました。また、小中学

生を除く一般乗客数は３万１，９３２人でございました。 

  それでは、４５８ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入、１款、事業収入は、２，５０８万９４８円となりました。運賃収入が１，０２６万

８，５９３円。小中学生のスクールバスとしての受託収入は１，４８１万２，３５０円でし

た。 

  ３款、繰入金では、一般会計から７，０４０万円を繰り入れました。 

  次に、４６０ページからの歳出です。 

  １款、事業費では、バス運転手等の人件費、バスの燃料費や車検等の修繕料など町営バス

１６台、自家用バス１台の運行に係る経費として８，９２５万７，３２２円を支出いたしま



 

－４９－ 

した。 

  ２款、公債費では、元金利子合わせて６６７万３，４５０円の償還をいたしました。 

  以上、町営バス運行事業特別会計の説明といたします。 

  続きまして、財産に関する調書について説明いたします。 

  まず、４６６ページに飛びますが、公有財産でございます。 

  行政財産の土地及び建物の土地ですが、公共用財産、公園のところの３，７０５平方メー

トルにつきましては、普通財産であった旧和知第二小学校の跡地がわち地域交流拠点施設整

備により、行政財産へ移動したことによる増加でございます。その他の施設のマイナス１，

１０５平方メートルは、和知地区の栃ノ木会館用地を普通財産へ移動したことなどによる減

少で、土地合計では２，６００平方メートルの増加となりました。 

  次に、建物でございます。木造のところの公共用財産公営住宅のマイナス１５０平方メー

トルにつきましては、桧山団地の除却、本庄木下団地の普通財産への移動などによる減少で

ございます。 

  次の公園の２８平方メートルは、わち地域交流拠点施設トイレ棟の建築などによる増加で

ございます。 

  その他の施設の１７３平方メートルは、普通財産に計上していた丹波地区の共同作業所の

一部を行政財産に移動したことによる増加でございまして、木造全体では５１平方メートル

増加いたしました。 

  右のページ、非木造の公共用財産、学校のマイナス２６３平方メートルは、固定資産台帳

の整備に当たり調査した結果、差異が生じたため減少させるものでございます。 

  公園の１，３６２平方メートルは、わち地域交流拠点施設屋内多目的広場などによる増加

でございます。 

  その他の施設のマイナス３１２平方メートルは、畑川浄水場高度浄水処理施設と地域熱供

給施設熱源建屋の建築、町営バスの待機場の整備に伴います上豊田農産物出荷所の除却等を

差し引いた結果、３１２平方メートル減少し、非木造合計では７８７平方メートルの増加と

なりました。 

  次に、４６８ページ、普通財産の（１）土地及び建物でございます。 

  公共用財産、その他の施設の項目です。土地のマイナス４，４１９平方メートルは、和知

地区の京都縦貫自動車道関連事業用地の売却、旧和知第二小学校跡地の行政財産への移動な

どによる減少でございます。 

  建物は、木造で４２１平方メートルの増加。非木造で１３平方メートルの減少となりまし
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た。これは、いずれも行政財産と同様、固定資産台帳の整備に当たり調査した結果、差異が

生じたため増減させるものでございます。 

  次に、（２）山林のうち立木の推定蓄積高の所有林につきましては、大規模な主伐を実施

したため９０１立方メートルの減少となりました。 

  次に、４７０ページ、出資による権利では、南丹・京丹波地区土地開発公社の解散に伴い

５１０万円の減少となりました。 

  ４７１ページ、物品です。 

  まず、車両・船舶類では、新規車両の購入１１台、廃車２台で、差し引き９台の増加とな

りました。棚・箱類では、高密度実装サブラック１台。事務用機械器具類では、ポスタープ

リンタ１台。計測機器類では、木質チップの含水率計１台。ケーブルテレビ関係のスペクト

ルアナライザ１台で、計２台でございます。機械・器具類では、薪割機１台。木質バイオマ

スボイラ１台。自走式草刈機２台で、計４台となっております。電気・通信機具類では、ケ

ーブルテレビの地上デジタル放送再送信機器など１０台。雑品類では、ソフトウエア等４品

をそれぞれ購入したため増加したものでございます。 

  ４７２ページ、基金です。 

  一般会計の基金は、財政調整基金に１億６，２２６万１，０００円を積み立て、平成２８

年度末現在高は２０億５，３６１万３，５８２円となりました。過疎地域自立促進対策特別

基金につきましては、６，３９０万円を取り崩して、過疎対策ソフト事業に充当し、積立金

２２万５，０００円を差し引いて６，３６７万５，０００円の減少となりました。ふるさと

応援寄附金基金は、２，５１５万９，０００円を取り崩して、寄附をいただいた方の意向に

沿った事業に充当させていただき、また、平成２８年度に寄附いただいた２，１４８万８，

０００円は積み立てを行い、差し引き３６７万１，０００円の減少となりました。 

  一般会計全体では９，８０２万１，０００円の増加。特別会計では全体で７，３３１万６，

０７０円の増加。全ての会計を合わせた平成２８年度末の現在高は、５４億９，７９３万１，

４８５円となりました。 

  以上、財産に関する調書の説明といたします。 

  続きまして、６つの財産区特別会計の説明に移ります。 

  なお、各財産区における財産に関する調書は説明を省略させていただきますので、ご了承

ください。 

  まず、認定第１０号 平成２８年度京丹波町須知財産区特別会計歳入歳出決算です。 

  ４７４ページをお願いします。 
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  歳入総額２９２万６，７０８円、歳出総額２８１万２７１円、歳入歳出差引額、実質収支

額ともに１１万６，４３７円となりました。 

  ４７９ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入、１款、財産収入の主なものは、１項、財産運用収入では、須知地区の駐車場貸付料

１３万円。携帯電話通信施設敷地料２６万４，０００円。３項、財産売払収入では、須知地

区の立木売払収入１８３万８，４１３円。２款、寄附金では、須知地区で区域内の各区から

管理運営寄附金３９万円を受け、３款、繰入金では、竹野地区で基金から１２万４，０００

円を繰り入れました。 

  ４８３ページ、歳出です。 

  須知地区では、１目、一般管理費で、財産区管理会委員報酬８万７，０００円のほか、敬

老会祝賀式と区長会の補助金を合わせて３０万円。財政管理調整基金積立金２０９万１，０

００円などを支出。竹野地区では、１目、一般管理費で、財産区管理会委員報酬３万７，５

００円のほか、委員等報償の財産区管理協力謝礼５万円などを支出いたしました。 

  以上、須知財産区特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第１１号 平成２８年度京丹波町高原財産区特別会計歳入歳出決算です。 

  ４８９ページをお願いいたします。 

  歳入総額２４万６４１円、歳出総額２１万８，２８２円、歳入歳出差引額、実質収支額と

もに２万２，３５９円となりました。 

  ４９４ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入では、２款、寄附金が主なもので２１万９，３００円。財産区区域内の各区からの寄

附を受けたものでございます。 

  ４９６ページ、歳出です。 

  １目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬５万４，０００円。財政管理調整基金積立

金７万１，０００円などを支出。２目、財産管理費では、木ノ谷林道管理委託料４万円を支

出いたしました。 

  以上、高原財産区特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第１２号 平成２８年度京丹波町桧山財産区特別会計歳入歳出決算です。 

  ５００ページをお願いいたします。 

  歳入総額１，４９６万１，４５０円、歳出総額１，４０７万４，６９９円、歳入歳出差引

額、実質収支額ともに８８万６，７５１円となりました。 

  ５０５ページ、事項別明細書をお願いいたします。 
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  歳入では、１款、財産収入が主なもので、ゴルフ場用地を初めとする土地貸付料など財産

収入は１，４４８万２，８６５円でした。 

  ５０９ページ、歳出をお願いいたします。 

  １款、総務費、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬７０万３，５００円を初め、

財産区運営のための一般経費を支出しました。 

  ２目、財産管理費では、直営林保育作業委託料３２０万円など、３目、諸費では、山林高

度利用補助金など財産区住民関係団体等への補助金、合計８０９万９,０００円。公民館事

業への繰出金７０万円などを支出いたしました。 

  以上、桧山財産区特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第１３号 平成２８年度京丹波町梅田財産区特別会計歳入歳出決算の認定です。 

  ５１６ページをお願いいたします。 

  歳入総額７０７万８，１３０円、歳出総額５４２万７，９５８円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに１６５万１７２円となりました。 

  ５２１ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入では、１款、財産収入が主で、携帯電話通信施設や区への土地貸付収入のほか立木売

払収入など財産収入合計６３９万９，６７９円でございました。 

  ５２５ページ、歳出でございます。 

  １款、総務費、１目、一般管理費では、財産管理会委員報酬２４万７，５００円を初め、

財産区運営のための一般経費を支出しました。 

  ２目、財産管理費では、区への土地貸付補償費３２０万８，１５９円など、３目、諸費で

は、梅田地域振興会補助金１００万円、公民館事業への繰出金３０万円などを支出いたしま

した。 

  以上、梅田財産区特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第１４号 平成２８年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計歳入歳出決算でござい

ます。 

  ５３１ページをお願いいたします。 

  歳入総額２８５万４，２４３円、歳出総額１９３万４，９５６円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに９１万９，２８７円となりました。 

  ５３６ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入、１款、財産収入では、集落への土地貸付収入６３万円とマツタケ等採取権収入１３

万円が主な収入となっております。 



 

－５３－ 

  ２款、繰入金では、財政調整基金から１１８万９，０００円を繰り入れました。 

  ５４０ページ、歳出でございます。 

  １款、総務費、１目、一般管理費では、財産区管理会委員報酬６０万３，０００円を初め、

財産区運営のための一般経費を支出。 

  ３目、諸費では、財産区住民関係団体への補助金４０万円、公民館事業への繰出金３０万

円を支出いたしました。 

  以上、三ノ宮財産区特別会計の説明といたします。 

  次に、認定第１５号 平成２８年度京丹波町質美財産区特別会計歳入歳出決算です。 

  ５４６ページをお願いいたします。 

  歳入総額３２９万１，６１１円、歳出総額２５５万９，７９９円、歳入歳出差引額、実質

収支額ともに７３万１，８１２円となりました。 

  ５５１ページ、事項別明細書をお願いいたします。 

  歳入では、１款、財産収入が主で、区及び法人への土地貸付料のほか、マツタケ等採取権

収入など財産収入は合計で２５７万１，４８８円でございました。 

  次に、５５５ページ、歳出でございます。 

  １款、総務費、１目、一般管理費では、財産管理会委員報酬５８万２，０００円を初め、

財産区運営のための一般経費を支出しました。 

  ２目、財産管理費では、直営林保育作業委託料６６万５，５６０円、林道維持管理事業等

補助金として２１万円などを支出。 

  ３目、諸費では、貸付林等高度利用補助金２６万４，８００円、公民館事業への繰出金３

０万円などを支出いたしました。 

  以上、質美財産区特別会計の説明といたします。 

  最後に、認定第１６号 平成２８年度国保京丹波町病院事業会計決算について、説明いた

します。 

  病院事業会計につきましては、別冊子の病院事業決算書で説明させていただきます。 

  その中の決算附属書類としまして、１４ページをあけていただきまして、全体の事業概要

を報告させていただきます。１４ページでございます。 

  平成２８年度は、将来にわたり安定的な病院経営を行うため、強固な経営基盤の構築を目

指し、抜本的な財政施策を実施いたしました。 

  具体的には、利率の高い企業債について繰上償還を実施し、病院事業の財政健全化を図る

とともに、企業債償還元金分全額に相当する一般会計繰入金の額を交付税措置の範囲内に抑
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制することにより、一般会計負担の適正化に努めました。 

  また、地域医療介護総合確保推進法に基づき策定された京都府地域包括ケア構想を受け、

平成２９年度から３２年度までを期間とする京丹波町病院新公立病院改革プランを策定しま

した。このような財政運営、経営計画を進める一方で、平成２８年度は６年ぶりに３２５万

１，１６３円の経常損失が発生いたしました。 

  その要因としては、平成２７年度末の内科常勤医師の退職や非常勤医師の派遣縮小により、

診療体制が十分に構築できなかったことや、システム導入等による減価償却等の施設負担増

加に伴う費用が影響していると考えられます。 

  また、平成２８年度は、特別損失として企業債の繰上償還に係る利息補償金４，１８９万

１，９６８円を支出したので、全体収支として４，５１４万３，１３１円の純損失が発生い

たしました。 

  次の１５ページの中の各施設における患者数の動向でございます。 

  まず、京丹波町病院の入院患者は延べ１万６５６人で前年度に比べ８３３人の減。外来患

者は延べ２万９，９３６人で前年度に比べ３，２０２人の減。質美診療所の外来患者は延べ

７９５人で前年度に比べ５２人の減となりました。地域包括ケア事業（訪問事業）の利用者

は延べ３，６００人で前年度に比べ２６人の減となりました。 

  次に、和知診療所の外来患者は延べ１万１，４７１人で前年度に比べ９４３人の減。地域

包括ケア事業（訪問事業）の利用者は延べ３１３人で前年度に比べ６０人の減となりました。 

  次のページ、和知歯科診療所の外来患者は延べ７，８３３人で前年度に比べ６７１人の減

となりました。 

  続きまして、決算の説明でございます。 

  ページを戻っていただきまして、９ページの損益計算書をごらんください。 

  １の医療収益では、入院収益は２億６，０２３万８，７１６円。外来収益は３億１，０２

０万４０６円。その他医業収益は、個室の使用料、健診や予防接種などの公衆衛生活動収益、

救急告示病院の普通交付税算入分としての一般会計負担金、その他主治医意見書や診断書料

など合わせて９，２８９万５，０３０円で、合計６億６，３３３万４，１５２円となりまし

た。 

  ３の医業外収益では、主なものは補助金１，１８８万１，０００円。内訳は、在宅療養あ

んしん病院補助金２３万３，０００円。国保の特別調整交付金（へき地直営診療運営費）と

して、和知診療所に９８４万１，０００円と和知歯科診療所に１８０万７，０００円でござ

います。負担金交付金は２億２，７４９万２，４９２円で、内訳は病院・診療所３施設の企
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業債償還利子分と運営補助金分の一般会計負担金２億２，５９０万８，４９２円、長寿社会

づくりソフト事業費交付金１６５万円でございます。長期前受金戻入は、平成２６年度の地

方公営企業会計改正により、過去からの固定資産の取得時に交付を受けた補助金や受贈財産、

寄附金等も減価償却の対象となっていることから、単年度における見合い分として５，４２

２万２，５０８円を収益化しました。これらを主なものとして医業外収益合計は、２億９，

８２１万８，３７６円となり、合わせて病院事業収益は９億６，１５５万２，５２８円とな

りました。 

  次に、２の医業費用では、主なものは給与費５億８，５５５万５，４５０円。材料費は薬

品、診療材料など６，９９０万５，３８１円。経費は、光熱水費、各種業務委託料など１億

５，７３０万２，０７１円。減価償却費８，４３３万５，２４８円などで、合計９億２，８

５７万５，４８６円となりました。 

  ４の医業外費用では、企業債支払利息１，６７９万１，４９２円。繰延勘定償却１，７７

１万３，０４６円を主なものとして、３，６２２万８，２０５円を支出し、病院事業費用は

９億６，４８０万３，６９１円となりました。医業収支差引では、３２５万１，１６３円の

経常損失となりました。 

  ５の特別損失では、さきに申し上げましたように、その他特別損失として企業債の繰上償

還に係る利息補償金４，１８９万１，９６８円を支出いたしました。結果、平成２８年度は、

４，５１４万３，１３１円の純損失となり、当年度末の未処理欠損金は１億４，６６９万１，

３８９円となりました。 

  ５ページに戻っていただきまして、資本的収入及び支出についてでございますが、収入の

他会計出資金は、企業債の元利償還に係るものとして一般会計繰入金では、基準内の繰入金

のみで京丹波町病院に８，０７４万９，６６２円、和知診療所に１２万３，３２９円、和知

歯科診療所に２３万１，０８５円、合計８，１１０万４，０７６円を繰り入れ、前年度に比

べ３，９１２万９，３５５円の減となりました。その他の補助金として、和知歯科診療所で

国保特別調整交付金２６２万１，０００円を受け入れ、資本的収入の総額は１億１，８６２

万５，０７６円となりました。 

  なお、企業債として、京丹波町病院で３，４９０万円の充当を行いました。 

  ７ページの支出は、企業債償還金として、京丹波町病院は３億６，８２６万３，５２２円。

このうち繰上償還分は２億４，７１１万９３１円でございます。また、和知診療所では２４

万６，６５８円、和知歯科診療所は４６万２，１６９円で、合計３億６，８９７万２，３４

９円となりました。 
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  建設改良費では、３施設全体で公営企業会計システムを導入したほか、京丹波町病院でＣ

Ｔ装置、血圧脈波検査装置等の更新。和知歯科診療所ではデジタルＸ線診断システムの更新

など、３施設合計で４，９７３万４３６円を支出いたしました。 

  資本的支出の総額は、４億１，８７０万２，７８５円となり、収支の不足分は３億７，７

０９円は過年度分損益勘定留保資金で補塡いたしました。 

  以上、国保京丹波町病院事業会計の説明といたします。 

  これをもちまして、認定第１号から第１６号までの決算についての説明を終わります。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） ここで、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０５分 

再開 午後 ２時０６分 

○議長（野口久之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りします。 

  認定第１号 平成２８年度京丹波町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１

６号 平成２８年度国保京丹波町病院事業会計決算の認定についてまでの審査については、

１４人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野口久之君） 異議なしと認めます。 

  よって、認定第１号から認定第１６号は、１４人の委員で構成する決算特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定しました。 

  暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０７分 

再開 午後 ２時０８分 

○議長（野口久之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りします。 

  ただいま、設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第

３項の規定により、お手元に配付の決算特別委員会委員選任名簿のとおり指名いたしたいと

思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（野口久之君） 異議なしと認めます。 

  よって、決算特別委員会の委員は、お手元に配付の決算特別委員会委員選任名簿のとおり

選任することに決しました。 

  決算特別委員会をこの場において開催し、正副委員長の選任をお願いをいたします。 

  暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時０９分 

再開 午後 ２時１０分 

○議長（野口久之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  決算特別委員会において、正副委員長が決定しましたのでご報告いたします。 

  委員長に原田寿賀美君、副委員長に山田 均君。 

  以上のとおりであります。よろしくお願いをいたします。 

 

《日程第２９、報告第２号 健全化判断比率について～日程第３６、報告第９号 グリーンラ

ンドみずほ株式会社に関する経営状況について》 

○議長（野口久之君） 日程第２９、報告第２号 健全化判断比率についてから日程第３６、

報告第９号 グリーンランドみずほ株式会社に関する経営状況についてまでを一括議題とし

ます。 

  町長の説明を求めます。 

  寺尾町長。 

○町長（寺尾豊爾君） それでは、まず報告第２号及び第３号について説明いたします。 

  報告第２号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により健全

化判断比率として、次の４指標について報告するものであります。 

  まず、普通会計を対象とし、赤字の程度を指標化した「実質赤字比率」は、収支赤字がな

いため該当せず、また、財産区を除く全ての会計を対象とし、全体としての赤字の程度を指

標化する「連結実質赤字比率」につきましても、収支赤字がなく該当はありません。次の借

入金の返済額等を指標化して資金繰りの危険度を示す「実質公債費比率」につきましては、

前年度から０．２ポイント増加し、１４．２％となっております。なお、同比率に係る早期

健全化基準は２５％であります。 

  また、借入金や将来にわたる負担の現時点での残高を指標化し、将来の財政負担の圧迫度

を示す「将来負担比率」につきましては、１２１％でありました。これは平成２７年度決算

の１１９．６％に比べ１．４ポイント増加しております。なお、同比率に係る早期健全化基
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準は３５０％となっております。 

  以上、監査委員の意見書を添えて報告いたします。 

  次に、報告第３号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に

より公営企業の資金不足比率を報告するものであります。本町では、国保京丹波町病院事業

会計、水道事業会計及び下水道事業会計が対象となりますが、いずれも該当しませんでした。

なお、同比率の経営健全化基準は２０％となっております。 

  以上、監査委員の意見書を添えて報告いたします。 

  報告第４号 株式会社丹波情報センターの経営状況につきましては、総収益は３，３２９

万２，９４０円、運営管理に要する諸費用の合計は３，３２６万２，０５４円で、収支差額

は３万８８６円の黒字決算となっております。 

  主な事業としましては、京丹波町ケーブルテレビの施設管理業務を受託し、新規引込工事

や移設工事などの工事業務のほか、故障対応業務、幹線、支線及び引込線などの点検業務、

定時告知放送及びお悔やみ放送業務、サブセンター機器の管理、自主放送番組の制作補助、

伝送路関係の申請手続補助などの業務を行っております。 

  収入の主なものは、町からのケーブルテレビ施設管理委託料の３，３２４万円で、ケーブ

ルテレビ施設の管理において重要な役割を担っております。 

  報告第５号 公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会の経営状況につきましては、

売上総収益は４億４，４６５万４，８０９円、運営管理に要する諸費用の合計は４億３，９

６０万４，３５２円で、収支差額は５０５万４５７円の黒字決算となっております。 

  同協力会は、京都府の指定管理を受け、丹波自然運動公園施設の管理運営全般を行ってお

ります。平成２８年度は京都トレーニングセンターが７月にオープンし、さらに活気を増し

ているところでございます。町教育委員会とも連携し、「ジュニアアスリート育成プロジェ

クト」や一般成人を対象とした「体力検証プロジェクト」などの事業を展開いただいていま

す。 

  公園の総入園者数につきましては、秋のイベントの雨天中止もありましたが、年間を通じ

て比較的天候に恵まれ、５９万９，２３６人となり、前年度に比べ３．３％の増となりまし

た。 

  安心・安全な施設管理のほか毎年多彩なイベントを開催するなど、利用者ニーズを的確に

つかみ集客を図るとともに、京丹波・食の祭典や京都丹波ロードレースの主催団体の一員と

して会場提供のほか運営に携わるなど、町の活性化の一翼を担っているところであります。 

  報告第６号 公益財団法人丹波ふるさと振興公社の経営状況につきましては、経常収益は
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２，５６６万２，０１４年で、経常費用は２，５５７万５，８７６円、経常外費用が１万３，

６８５円で、収支差額は７万２，４５３円の黒字決算となっております。 

  収入の主なものは、黒大豆、水稲、飼料用稲、堆肥散布などに係る作業等の受託収入で１，

１５５万１，５９１円、水田活用直接支払交付金など１９４万７，７９０円、町からの運営

補助金６５０万円と、堆肥による土づくり補助金等の５５４万１，４６５円となっておりま

す。 

  同公社は、優良農地の保全や高齢化等に対応した農作業の受託事業、特産丹波黒大豆の生

産量の維持拡大、さらには、飼料用稲栽培の受託事業や直営栽培などにより地域農業の振興

を図っているところであります。 

  報告第７号 公益財団法人瑞穂農業公社の経営状況につきましては、経常収益は３，８６

３万９，３４１円、経常費用は３，８９９万６，０８２円で、収支差額は３５万６，７４１

円の赤字決算となっております。 

  収入の主なものは、受託事業収入８３９万６，６５８円、加工品販売収入４３８万９，２

５６円、水田活用直接支払交付金ほか転作助成金等５５０万６，４２６円、町からの運営補

助金１，６００万円であります。 

  同公社は、担い手の確保、育成を図り、効率的かつ安定的な農業経営に向けた農地の利用

集積及び流動化の促進、農地管理や農作業の受委託などを推進するとともに、ソバや飼料用

米の栽培を行うなど、地域の農地保全や特性を生かした特産物の育成、加工、販売等を行っ

ております。 

  今後とも地域農業の中核として、丹波、瑞穂両公社の一層の充実と経営の健全化を期待す

るものであります。そのために、合併協議を着実に進めてまいりたいと考えております。 

  報告第８号 一般財団法人和知ふるさと振興センター全体の経営状況につきましては、経

常収益は４億１，３９２万２，０６７円、経常費用は４億２，５２５万１，２０６円で、収

支差額は１，１３２万９，１３９円のマイナスとなり、税引後の収支差額は１，１２４万９，

１４０円の赤字決算となっております。 

  収入の主なものは、営業収入３億１，８６４万１，９７４円、農作業受託収入４，５９５

万６，７９０円、農作業受託部運営補助金など７１０万７，３８５円、わち山野草の森を初

め町施設の管理委託料３，３１９万５，６３５円であります。 

  なお、農作業受託部の単独決算につきましては、経常収益として５，４６０万６，０６３

円を計上しております。経常経費は４，８６０万５，２４７円であり、税引後の収支差額は

６１５万８１５円の黒字決算となっております。 
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  同センターは、特産品等の販売、都市住民との交流、観光レクリエーションを通じた農林

水産業の振興など幅広い活動を目的に、道の駅「和」、わち山野草の森等の管理運営、農作

業受託事業等を行っております。また、高齢者買物支援事業や同級会等「案内代行サービ

ス」なども行い、町内利用者の拡充を図っております。 

  今後とも経営の健全化に努め、地域産業の活性化が促進されることを期待するものであり

ます。 

  報告第９号 グリーンランドみずほ株式会社の経営状況につきましては、営業外収益等を

含む総収益は１億９，４５８万４，１３６円、運営管理に関する諸費用の合計は１億９，５

９８万１，５２５円で、収支差額は１３９万７，３８９円の赤字決算となっております。 

  事業内容でありますが、施設全体の利用者は、２４万５，８９９人で前年度比１０．１％

減、営業収入では、１億９，３８０万４，２６１円で前年度比７％の減収となりました。 

  主な要因といたしましては、秋の長雨による野菜類の不作、大豪雪による出品不足や国道

１７３号線の通行止め、道の駅めぐりバスツアーの相次ぐキャンセル、さらには、道の駅ト

イレ及び附帯施設のリニューアル等による来客数の減少などさまざまな要因によって、昨年

度を下回る結果となっております。 

  こうした状況のもと、地域に密着した事業運営を掲げ、社員一丸となった経営に努められ

ており、引き続き安心・安全なサービスの提供に頑張っていただけるものと期待しておりま

す。 

  なお、平成２６年度から指定管理者として３年目となり、平成２８年度の指定管理料は２，

０００万円となっております。 

  以上、報告とさせていただきます。 

○議長（野口久之君） 以上で報告を終わります。 

  本報告については、９月４日、午前９時から開催の全員協議会において質疑等の機会を設

けますので、ご了承願います。 

  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

  よって、本日はこれをもって散会します。 

  次の本会議は６日に再開しますので、定刻までにご参集ください。 

  また、１１日からは決算特別委員会が開催されます。ご苦労さまでございますが、よろし

くお願いをいたします。 

  この後、議会広報特別委員会が開催されますので、委員の皆さんにはお疲れのところ大変

ご苦労さまでございますが、よろしくお願いをいたします。 
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  大変ご苦労さまでございました。 

散会 午後 ２時２５分 
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